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1 1 1 1 「わかる授業」の推進

全国及び本市の学力調査の分析結果をもとに、各学校
における学力向上のためのアクションプランを作成・
実施するとともに、各種研修会や訪問指導を通して、
授業改善に努め、「わかる授業」の推進を図ります。

教育センター - 継続 - - B

「令和の日本型学校教育　千葉市型」の構築に向
けた研究のまとめを研究報告会にいおいて発信す
るとともに、この研究による成果物（リーフレッ
トやプログラム等）を各学校に配付し、授業改善
に向けた働きかけを行った。

継続

2 1 1 1 「わかる授業」の推進

全国及び本市の学力調査の分析結果をもとに、各学校
における学力向上のためのアクションプランを作成・
実施するとともに、各種研修会や訪問指導を通して、
授業改善に努め、「わかる授業」の推進を図ります。

教育指導課 - 継続 - - B

本市の学力調査の分析結果及び各学校の実情を把
握し、市内全ての小・中学校において、各学校に
おける学力向上のためのアクションプランの実
践・評価・改善を行うとともに、各種研修会や訪
問指導を通して、授業改善に努めた。

継続

3 1 1 1 学力状況調査の実施と活用
全国学力学習状況調査、千葉市学力調査・意識調査を
実施し、結果の分析を行い、その成果をもとに学力の
向上を図ります。

教育センター - 継続 - - B

各学校における授業改善が図れるよう、結果概要
と授業改善のポイントを作成し、市内学校へ提供
した。また、「教育だよりちば」に資料を掲載
し、広く市民や保護者に向けて調査結果や学力向
上のための取組について公表した。

継続

4 1 1 1 学力状況調査の実施と活用
全国学力学習状況調査、千葉市学力調査・意識調査を
実施し、結果の分析を行い、その成果をもとに学力の
向上を図ります。

教育指導課 34,540 継続 22 21 B

全国学力・学習状況調査や千葉市学力状況調査の
分析結果等をもとに、授業改善に向けたリーフ
レットや報告書を作成し、市内全ての小・中学校
に周知するとともに、各種研修会や訪問指導を通
して、授業改善に努めた。

継続

5 1 1 1 学習習慣定着に向けた支援

家庭環境の様々な要因から学習習慣が身についていな
い児童生徒の学習意欲を喚起するため、授業改善や指
導力の向上により、日常の学校生活での指導を行うと
ともに、eラーニングの活用など効果的な支援策を検
討・実施します。また、家庭学習の習慣化に向け、学
校配付資料や保護者向けリーフレットの活用を推進し
ます。

教育センター - 継続 - - B

第2次CABINETシステムとGIGAスクールで整
備した１人１台端末等、ＩＣＴの効果的な活用に
取り組んだ。授業においてＩＣＴを効果的に活用
することで、授業改善を図るとともに、家庭学習
の習慣化を促すドリルパークを中心とした個別学
習の充実を図った。また教育センター中学校グ
ループ活動やライトポート参加児童生徒における
活用も継続し、個人学習に取り組む機会を確保し
た。さらに「教育だよりちば」では家庭学習の習
慣化を図るための記事を掲載し、保護者への意識
付けを行った。

継続

6 1 1 1 学習習慣定着に向けた支援

家庭環境の様々な要因から学習習慣が身についていな
い児童生徒の学習意欲を喚起するため、授業改善や指
導力の向上により、日常の学校生活での指導を行い、
効果的な支援策を検討・実施します。また、家庭学習
の習慣化に向け、学校配付資料や保護者向けリーフ
レットの活用を推進します。

教育指導課 - 継続 - - B

授業改善や指導力の向上を図る中で、児童生徒の
学習意欲を喚起するとともに、家庭学習の習慣化
に向け、学校配付資料や保護者向けリーフレット
の活用を推進した。

継続

7 1 1 1
音楽や理数教育充実のための
会計年度任用講師配置事業

音楽や理数教育充実のための会計年度任用講師を小中
学校に配置します。

教育指導課 116,562 継続 93,970 74,470 B

音楽教育充実のための会計年度任用職員講師配置
事業として、小学校における音楽の専門性を有す
る専科講師を配置し、児童の情操面を豊かにす
る。また、理数・理科教育サポーター配置事業と
して、小学校での算数・理科における基礎的・基
本的な知識・技能の定着を図った。

音楽教育充実のための音楽専科講師：小学校32
校に22人配置

理数教育サポーター： 小学校60校に60人配置
理科教育サポーター： 小学校20校に20人配置

継続

8 1 1 1
学校運営充実のための講師配
置事業

学校運営充実のための講師を配置します。 教育職員課 280,709 継続 228,563 130,620 B

学校の実態や要望に応じ、①小学校の複式解消
②生徒指導の充実　③いじめ・不登校対応　④学
校マネジメントの強化　⑤中学校の学級増に伴う
教科担任　⑥学習指導補助　⑦特別な支援を要す
る児童生徒対応　⑧夜間中学校講師等を目的と
し、小学校に49名、中学校に52名、計101名
の講師を配置した。概ね予定の人数を配置した。

学校の実態や要望に応じた配置を実施していきま
す。
①小学校の複式解消②生徒指導の充実③いじめ・
不登校対応④学校マネジメントの強化⑤中学校の
学級増に伴う教科担任⑥学習指導補助⑦特別な支
援を要する児童生徒対応⑧夜間中学校講師等を目
的とした、会計年度任用講師の配置を進めます。

9 1 1 1 特別支援教育指導員配置事業

通常の学級に在籍するADHD児等の内、学級での授業
や活動に困難な状況にあり、緊急に対応が必要な児童
生徒に対し、学級担任と協力し、個々の教育的ニーズ
に対応した的確な指導を行えるよう、学校に一定期
間、特別支援教育指導員を配置します。

養護教育センター 47,384 継続 44,,899 37,694 B 特別支援教育指導員を88校88人に配置

継続

10 1 1 1 特別支援教育介助員配置事業

通常の学級又は特別支援学級に在籍する常時介助が必
要な児童の安全を確保するとともに、学級内の他の児
童の学習保障及び担任教員の負担軽減のために、特別
支援教育介助員を配置します。

養護教育センター 54,851 継続 34,955 29,362 B 特別支援教育介助員を23校23人に配置 継続

11 1 1 1 ライトポート管理運営事業
不登校児童生徒に対して、個別のカウンセリング・体
験活動や集団での活動・個に応じた学習指導等を行
い、学校生活への復帰や社会的自立を支援します。

教育センター 139,808 拡充

ライトポートカウンセラーの配置時間を拡充し、ライ
トポート２か所に343時間ずつ配置しました。不登校
児童生徒への心理的な支援の充実を図り、学校生活へ
の復帰や、社会的な自立への支援に努めます。

117,380 拡充 107,511 B

小学生に特化した指導員を６名増員した。これに
より、不登校児童が安心して通級できる小学生専
用教室を全６ライトポートに整備した。更に個々
に応じた活動を充実させ、不登校児童生徒の学校
生活への復帰や、社会的な自立への支援を行っ
た。

小学生に特化した指導員を６名増員しました。こ
れにより、不登校児童が安心して通級できる小学
生専用教室を全６ライトポートに整備しました。
更に個々に応じた活動を充実させ、不登校児童生
徒の学校生活への復帰や、社会的な自立への支援
をします。
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12 1 1 1 教職員研修事業
研修により、教職員の実践的指導力や経営力を高める
とともに、社会の変化に対応する資質や力量の向上を
図ります。

教育センター 3,115

文部科学省が開発した「全国教員研修プラットフォー
ム」を導入し、教職員の自律的な研修受講を推進して
います。講師対象研修や初任者研修等の悉皆研修にも
システムを使用したオンデマンド研修を取り入れた
り、教科指導や今日的課題の研修など必要に応じた研
修を受講することで教職員の資質向上を図っていきま
す。

4,575 拡充 - B

基本研修・専門研修については、計画通りに実施
した。導入するシステムを活用できるよう、研修
形態や内容を見直し、各研修にNITS等オンデマ
ンド研修を取り入れる計画を立案、各研修受講に
併せオンデマンド研修を視聴し、教職員の資質向
上へつながっていくよう、案内ポスターを全校に
配付し周知を行った。

新しい研修制度が始まり、研修への参加希望者が
さらに増えることが予想されるので、研修内容に
よりオンライン、参集等参加形態を考え、研修の
機会を確保します。また、外部講師の活用等様々
な講師を招聘し、社会や教職員のニーズに沿った
講習を計画することで、教職員の資質や力量の向
上に努めてまいります。

13 1 1 1 教職員研修事業
研修により、教職員の実践的指導力や経営力を高める
とともに、社会の変化に対応する資質や力量の向上を
図ります。

養護教育センター 873 継続 813 722 B

○基本研修の実施
・特別支援教育新任担当教員研修：73人受講
・新任特別支援教育コーディネーター研修：44
人受講
○専門研修の実施　1,809人受講

継続

14 1 1 1 教育相談事業

児童生徒等の教育上の問題や悩みを解決するため、児
童生徒等とその保護者、教職員に対する教育相談を行
うほか、不登校児童生徒の学校生活への復帰や社会的
自立を支援するため、集団活動を通した適応指導を行
います。

教育センター 96,039 拡充

家庭訪問相談事業に有資格のカウンセラーを５名増員
しました。このことにより、長期化、重篤化等してい
るケースに、専門的で適切なアセスメントのもと、よ
り適した支援を行い、きめ細かく対応していきます。

71,455 拡充 67,018 B

家庭訪問相談事業に有資格のカウンセラーを２名
増員、来所相談カウンセラーを1名新規配置し
た。このことにより、長期化、重篤化等している
ケースに、専門的で適切なアセスメントのもと、
よりきめ細かな支援を行うことができた。

家庭訪問相談事業に有資格のカウンセラーを２名
増員、来所相談カウンセラーを1名新規配置しま
した。このことにより、長期化、重篤化等してい
るケースに、専門的で適切なアセスメントのもと
より適した支援を行い、きめ細かく対応していき
ます。

15 1 1 1 教育相談事業

児童生徒等の教育上の問題や悩みを解決するため、児
童生徒等とその保護者、教職員に対する教育相談を行
うほか、不登校児童生徒の学校生活への復帰や社会的
自立を支援するため、集団活動を通した適応指導を行
います。

養護教育センター 30,629 継続 25,458 24,613 B

・電話相談    　   994件
・来所相談    　1,581件
・医療相談　　    　62件
・学校訪問相談　  362件

継続

16 1 1 1
LD等通級指導教室における巡
回指導

通級による指導を必要とする児童生徒の潜在的なニー
ズに対応するため、巡回による指導を行います。

教育支援課 295 拡充

通級による指導を必要とする児童生徒の潜在的なニー
ズに対応するために、LD等通級担当が巡回による指導
を行います。小学校全6区で巡回による指導を実施し
ています。また、中学校でも本人の状況に応じて全6
区で実施が可能となっています。

258 234 B

小中全6区で巡回による指導が実施可能である
中、小学校6区、中学校2区で巡回による指導を
実施した。
総巡回日数：830日

通級による指導を必要とする児童生徒の潜在的な
ニーズに対応するために、LD等通級担当が巡回
による指導を行います。小学校全6区で巡回によ
る指導を実施します。中学校でも全6区で実施す
る予定です。

17 1 1 1
基礎学力定着に向けた学習支
援

基礎学力の確実な定着を目指すため、学力に課題のあ
る児童を対象とした学習支援を行います。

教育指導課 7,200

基礎学力定着に向けた継続的な学習支援体制を整備す
るため、教育課程外（土・日曜日）における民間事業
者を活用した学力向上事業を全２０回をオンラインで
実施。昨年度は若葉区・花見川区を対象としていた
が、今年度は6区すべてを対象に実施。

5,000 4,554 B

基礎学力定着に向けた継続的な学習支援体制を整
備するため、教育課程外（土・日曜日）における
民間事業者を活用した学力向上事業を実施した。
若葉区・花見川区の小学生を対象とし、全２０回
をオンライン授業で実施した。参加者の反応はお
おむね好評で、8月頃に昨年度受講生への追跡調
査を行う予定。

基礎学力定着に向けた継続的な学習支援体制を整
備するため、昨年度同様、教育課程外（土・日曜
日）における民間事業者を活用した学力向上モデ
ル事業を実施します。また今年度は全２０回をオ
ンライン授業で実施予定です。（若葉区・花見川
区の小学生を対象）

18 1 1 1
帰国・外国人児童生徒教育の
充実

外国人児童生徒を支援するため、外国人児童生徒指導
協力員を配置するとともに、日本語指導通級教室のサ
テライト教室を設置します。

教育指導課 73,270
外国人児童生徒指導協力員１５人から１６人に増員。
また、日本語指導通級教室２か所とサテライト教室を
設置している。

58,824 58,238 B

外国人児童生徒指導協力員１５人を派遣した。ま
た、日本語指導通級教室２か所を運営するととも
に、日本語指導通級教室のサテライト教室を設置
した。

外国人児童生徒指導協力員１５人を派遣します。
また、日本語指導通級教室２か所を運営するとと
もに、日本語指導通級教室のサテライト教室を設
置します。

19 1 1 1 SNSを活用した教育相談
市立中学校・高等学校・中等教育学校の生徒のいじめ
や不登校をはじめとする様々な悩みに応えるため、
SNSを活用した教育相談を行います。

教育支援課 2,876 拡充

千葉県と合同事業として実施し、4月1日～3月31日
まで週3日相談窓口の開設を行います。対象者が相談
しやすい時間帯を考慮し、18時から22時に開設して
います。また、悩み相談の増加する長期休業明け
(4/24～5/8、8/23～9/7、1/4～1/11)は毎日開
設します。今年度から、対象を小学4年生以上に増や
します。

2,917 1,524 B

千葉県と合同事業として実施し、4月1日～3月
31日まで週3日相談窓口を開設した。中高生の
利用しやすい時間帯を考慮し、18時から22時に
開設した。また、悩み相談の増加する長期休業明
け(4/23～5/11、8/25～9/6、1/4～1/11)
は毎日開設した。
相談件数：683件

千葉県と合同事業として実施し、4月1日～3月
31日まで週3日相談窓口の開設を行います。昨
年度から、中高生の利用しやすい時間帯を考慮
し、18時から22時に開設しています。また、悩
み相談の増加する長期休業明け(4/23～5/11、
8/25～9/6、1/4～1/11)は毎日開設します。
また、昨年度よりも長期休業明けの開設日数を増
やしました。

20 1 1 1 ICT支援の継続

各学校のニーズに合わせ、ICTを活用した授業等に関
する支援を継続して行うことで、GIGAスクール構想
により導入された１人１台端末(通称ギガタブ)を活用
した教育を充実させます。

教育センター 69,000

各学校のニーズにより柔軟に対応できるよう、派遣型
に移行して学校支援を行い、、GIGAスクール構想に
より導入された１人１台端末(通称ギガタブ)を活用し
た教育を充実させます。

120,000 104,892 B

ＩＣＴ支援の知識と情報技術を持った人材による
支援を、高等学校も含めた市内全ての市立学校に
対して行い、GIGAスクール構想の実施に伴い整
備された1人1台端末の効果的な活用を推進し
た。
配置か所　167校

継続

21 1 1 1
スクールメディカルサポート
事業

千葉市立学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童
生徒に対し、医療的ケアを行う看護師を派遣します。

養護教育センター 57,709 継続 41,201 24,377 B 看護師を10校11名に派遣 継続

22 1 1 2
スクールソーシャルワーカー
活用事業

児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行
うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体
制を整備します。

教育支援課 53,383

SSWの資質向上を図るため、定期的に事例検討会や
SVを中心とした研修を行い、解決が困難な事案に対し
て教育、福祉の両面から支援を行います。
配置人数：12人　配置時間（年間）：864時間

47,096 45,964 B

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専
門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた
様々な環境に働きかけて支援を行うＳＳＷを配置
し、教育相談体制の整備を行った。
対応件数：252件
小学校 141事案、中学校 102事案、高校・特
支学校 9事案

SSWの資質向上を図るため、定期的に事例検討
会やSVを中心とした研修を行い、解決が困難な
事案に対して教育、福祉の両面から支援を行いま
す。
配置人数：１２人　配置時間（年間）：８６４時
間

23 1 1 2
スクールカウンセラー活用事
業

いじめや不登校などに対応するため、臨床心理士等
が、児童生徒や保護者へのカウンセリングを行うとと
もに、教職員及び保護者に対する助言や情報提供を行
い、相談体制を充実します。

教育支援課 207,409 拡充

児童生徒の臨床心理に関して、専門的な知識・経験を
有するスクールカウンセラーを配置し、児童生徒等の
悩みの解消に当たります。今年度は、小学校で200時
間の学校を6校から20校、160時間の学校を37校か
ら49校、市立高校2校をそれぞれ140時間から240時
間、特別支援学校3校をそれぞれ120時間から140時
間へ拡充します。

195,756 拡充 187,027 B

児童生徒の臨床心理に関して、専門的な知識・経
験を有するスクールカウンセラーを配置し、児童
生徒等の悩みの解消に当たった。小学校大規模校
6校を160時間から200時間に拡充した。真砂
中かがやき分校（夜間中学）に280時間、教育
支援センター「ライトポート稲毛」に120時間
の新規配置を行った。
総相談件数：58,130件

児童生徒の臨床心理に関して、専門的な知識・経
験を有するスクールカウンセラーを配置し、児童
生徒等の悩みの解消に当たります。今年度は、小
学校大規模校6校を160時間から200時間に拡
充します。また、真砂中かがやき分校（夜間中
学）に280時間、教育支援センター「ライト
ポート稲毛」に120時間の新規配置を行いま
す。
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24 1 1 2
ステップルームティーチャー
活用

教室に入れず別室に登校する児童生徒への継続的な学
習支援や相談を行うため、専任の支援員「ステップ
ルームティーチャー」を配置します。（R5新規）

教育支援課 26,277 拡充

教室以外の別室に登校する児童生徒に対して、専任の
支援員を配置し、個別の学習支援やきめ細やかな相談
支援を行います。今年度は小学校に7名配置します。
また、中学校に教育職員課から3名追加配置します。

12,521 11,253 B

教室以外の別室に登校する児童生徒に対して、専
任の支援員を配置し、個別の学習支援やきめ細や
かな相談支援を行った。小学校2校、中学校2校
に配置した。

様々な要因で教室に入ることができず、教室以外
の別室に登校する児童に対して、専任の支援員を
配置。毎日継続して指導・支援することで個別の
学習支援やきめ細やかな相談支援を行います。学
ぶ機会を確保し、教室復帰や社会的自立を目指し
ます。

25 1 1 3 放課後子ども教室

小学校の放課後において、地域の参画を得て、学習や
交流などの体験機会を提供することにより、子どもた
ちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境
づくりを推進します。

生涯学習振興課 40,640 拡充

・63校において実行委員会方式の放課後子ども教室を
実施
・うち19校において総合コーディネーターによる活動
支援を実施
・うち1校において民間委託モデル事業を実施

42,303 拡充 38,213 B

・69校において実行委員会方式の放課後子ども
教室を実施
・うち18校において総合コーディネーターによ
る活動支援を実施
・うち1校において民間委託モデル事業を実施

・73校において実行委員会方式の放課後子ども
教室を実施
・うち18校において総合コーディネーターによ
る活動支援を実施
・うち1校において民間委託モデル事業を実施

26 1 1 3
学校支援地域本部やコミュニ
ティスクール等の推進

児童生徒に対し、地域ボランティアによる学習支援・
教育環境整備を行います。

学事課 2,771 拡充
10校増設（計85校）。学校からの支援要望に対して
ボランティアが支援活動を実施します。

2,490 拡充 2,081 B

10校増設（計75校）学校からの支援要望に対し
てボランティアが支援活動を実施し、児童生徒の
学習の一層の深まりや、学校・地域の相互理解の
進展等、連携・協働による効果が表れている。
令和5年度事業数：540回

10校増設（計75校）。学校からの支援要望に対
してボランティアが支援活動を実施します。

27 1 1 3
子どもの夢をはぐくむ学校サ
ポート推進事業

NPO法人「ちば教育夢工房」による、児童生徒への学
習支援等を通して、円滑な学校運営を推進します。

教育指導課 4,131 継続 4,131 4,131 B
小学校８９校、中学校３２校、特別支援学校２
校、計１２３校に１６４人の学校支援員を配置し
た。

継続

28 1 1 4 キャリア教育の推進

小中学校及び高等学校等において、社会的・職業的自
立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育てること
を通してキャリア発達を促せるよう、出前授業や職場
体験学習といった職業体験学習等を地域の様々な機関
と連携して行います。また、大学、専門学校等の高等
教育機関と連携して資格取得のための講座等の情報提
供やeラーニングを活用した就労や学び直し、キャリア
アップに寄与する学習機会の提供など、個人生活の向
上とともに、市民生活や地域産業経済を支える人材の
育成にもつながる、キャリア教育を推進します。

教育改革推進課 2,672

・千葉市のキャリア教育新基本方針の周知
・出前授業の実施方法および内容改善に向けた実践研
究
・キャリア教育主任研修会（1回開催予定）
・職業体験学習の実施（職場体験および出前授業）
・キャリア教育に係る刊行物の改訂および配付（キャ
リア教育ノート「わたしの夢」、進路学習ノート「ハ
ローマイフューチャー」、「専門高校ガイド」）
・千葉県職業能力開発協会・手づくりみらい教室（1
校実施予定）

2,820 2,411 B

・キャリア教育推進連携会議（３回実施8,9,10
月）
・千葉市キャリア教育新基本方針「未来を拓く
キャリア教育」策定（令和６年３月）
・キャリア教育主任研修会（1回実施6月）
・職業体験学習の実施（小学校５１．４％、中学
校94%)
・千葉県職業能力開発協会・手づくりみらい教室
（1校実施）
・建設業振興基金・学校キャラバン（1校実施）
・キャリア教育に係る刊行物の改訂および配付
（キャリア教育ノート「わたしの夢」、進路学習
ノート「ハローマイフューチャー」、「専門高校
ガイド」）

キャリア教育推進連携会議（３回開催予定）
千葉市のキャリア教育改訂
キャリア教育主任研修会（1回開催予定）
職業体験学習の実施
千葉県職業能力開発協会・手づくりみらい教室
（1校実施予定）
建設業振興基金・学校キャラバン（2校実施予
定）

29 1 1 4 キャリア教育の推進

小中学校及び高等学校等において、社会的・職業的自
立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育てること
を通してキャリア発達を促せるよう、出前授業や職場
体験学習といった職業体験学習等を地域の様々な機関
と連携して行います。また、大学、専門学校等の高等
教育機関と連携して資格取得のための講座等の情報提
供やeラーニングを活用した就労や学び直し、キャリア
アップに寄与する学習機会の提供など、個人生活の向
上とともに、市民生活や地域産業経済を支える人材の
育成にもつながる、キャリア教育を推進します。

生涯学習振興課 150

キャリア形成力を高めるための学習機会や就労、学び
直し、キャリアアップに寄与する学習情報の提供を行
います。
〈市民向け講座の実施（8講座）〉
①キャリアプランニング講座　2講座
②キャリアアップ・就職支援講座　4講座
③子どものハローワーク　2講座

〈各種情報提供〉
大学や各種機関が実施する資格取得のための講座や職
業訓練の案内などの収集及び館内配架

150 180 B

キャリア形成力を高めるための学習機会や就労、
学び直し、キャリアアップに寄与する学習情報の
提供を行った。

〈市民向け講座の実施〉
　①キャリアプランニング講座　2講座
　②キャリアアップ・就職支援講座　4講座
　③子どものハローワーク　2講座

〈各種情報提供〉
大学や各種機関が実施する資格取得のための講座
や職業訓練の案内などの収集及び館内配架

キャリア形成力を高めるための学習機会や就労、
学び直し、キャリアアップに寄与する学習情報の
提供を行います。
〈市民向け講座の実施（8講座）〉
①キャリアプランニング講座　２講座
②キャリアアップ・就職支援講座　4講座
③子どものハローワーク　２講座

〈各種情報提供〉
大学や各種機関が実施する資格取得のための講座
や職業訓練の案内などの収集及び館内配架

30 1 1 5
生活保護のうち教育扶助費
（小中学校給食費）

学校給食費を学校の長に対して直接支払い、目的とす
る費用に直接当てられるよう適切に実施します。

保護課 - 継続 - - B
平成30年4月1日より給食費の現物給付実施。各
区社会援護課から保健体育課へ毎月給食費の実費
を支給した。

継続

31 1 1 5 就学援助
市立小中学校等に就学する、経済的に困窮する世帯の
児童生徒の保護者に対し、学用品費等の支給や対象と
なる医療費、給食費等の援助を行います。

学事課 218,853 継続 230,082 209,265 B

市立小中学校に就学する、経済的に困窮する世帯
の児童生徒の保護者に対し、学用品費等の支給や
対象となる医療費、給食費等の援助を行った。
令和5年度認定者数：5,784人

継続

32 1 1 5 就学援助
市立小中学校等に就学する、経済的に困窮する世帯の
児童生徒の保護者に対し、学用品費等の支給や対象と
なる医療費、給食費等の援助を行います。

保健体育課 262,368 継続 277,619 253,133 B 継続 継続

33 1 1 5 食育の推進
学校給食を提供し、実際の食事という生きた教材を通
して、正しい食事のあり方や望ましい食習慣の形成を
図ります。

保健体育課 - 継続 - - B
学校給食を提供し、実際の食事という生きた教材
を通して、正しい食事のあり方や望ましい食習慣
の形成を図った

継続

34 1 2 1 幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園・保育所・認
定こども園を利用する3歳以上児及び低所得者世帯の3
歳未満児の利用料を無償化とし、保護者の経済的負担
を軽減します。

幼保支援課 2,008,078 継続 2,364,370 2,050,920 B
保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の振興を
図るため、幼稚園の保育料に対して給付費を支給
した。

保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の振興を
図るため、幼稚園の保育料に対して給付費を支給
する。

35 1 2 1 幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園・保育所・認
定こども園を利用する3歳以上児及び低所得者世帯の3
歳未満児の利用料を無償化とし、保護者の経済的負担
を軽減します。

幼保運営課 - 継続 - - B
幼稚園・保育所・認定こども園を利用する3歳以
上児及び低所得者世帯の3歳未満児の利用料を無
償化とし、保護者の経済的負担を軽減した。

継続
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36 1 2 1 幼保小連携・接続の推進

子どもの発達や学びの連続性・一貫性を確保するとと
もに、幼児期の教育の充実を図るため、指定校を中心
とした連携・交流活動の定着・活性化、接続期のカリ
キュラムの作成・普及、家庭に向けた周知・啓発の実
施等、幼稚園・保育所・認定こども園と小学校との連
携・接続の強化に取り組みます。

幼保支援課 948 継続 787 269 B
小学校と各園の教職員同士の意見交換会を実施
家庭と保護者に対する啓発・支援（リーフレット
配布）

アプローチカリキュラムの普及
幼保こ小間の連携・交流活動の普及・定着化
家庭と保護者に対する啓発・支援（リーフレット
配布）

37 1 2 1 幼保小連携・接続の推進

子どもの発達や学びの連続性・一貫性を確保するとと
もに、幼児期の教育の充実を図るため、指定校を中心
とした連携・交流活動の定着・活性化、接続期のカリ
キュラムの作成・普及、家庭に向けた周知・啓発の実
施等、幼稚園・保育所・認定こども園と小学校との連
携・接続の強化に取り組みます。

幼保指導課 - 継続 - - B

小学校との連携においては接続期のカリキュラム
の作成と共有等を行ったり、計画的に交流を行っ
たりしながら各保育所において取り組んできた。
また、保護者についても周知や実施の様子も継続
して行った。

継続

38 1 2 1 幼保小連携・接続の推進

子どもの発達や学びの連続性・一貫性を確保するとと
もに、幼児期の教育の充実を図るため、指定校を中心
とした連携・交流活動の定着・活性化、接続期のカリ
キュラムの作成・普及、家庭に向けた周知・啓発の実
施等、幼稚園・保育所・認定こども園と小学校との連
携・接続の強化に取り組みます。

教育改革推進課 -

・千葉市幼・保・小連携教育推進協議会を年2回実
施。
・推進校（小学校）を各区2校ずつ指定（全12校）
し、近隣幼稚園・保育所等と交流活動の実施、及び報
告書の作成。
・小学校と各園の教職員同士の意見交換会の実施。
（推進校１校と近隣の園、幼保支援課、千葉大学とで
年1回の開催予定）

- - B

・千葉市幼・保・小連携教育推進協議会を年2回
実施。
・推進校（小学校）を各区2校ずつ指定（全12
校）し、近隣幼稚園・保育所等と交流活動の実
施、及び報告書の作成。
・小学校と各園の教職員同士の意見交換会の実
施。（推進校１校と近隣の園、幼保支援課、千葉
大学とで年1回の実施）

・千葉市幼・保・小連携教育推進協議会を年2回
実施。
・推進校（小学校）を各区2校ずつ指定（全12
校）し、近隣幼稚園・保育所等と交流活動の実
施、及び報告書の作成。

39 1 2 1
私立幼稚園等未就園児預かり
事業補助

保育所などに在籍しない2歳児などが、集団生活を経
験する機会を拡大するとともに、専業主婦（夫）家庭
などの育児負担を軽減するため、私立幼稚園などが実
施する未就園児預かり事業を助成します。

幼保支援課 17,310 継続 15,134 12,233 B
私立幼稚園などが実施する未就園児預かり事業を
助成した。

私立幼稚園などが実施する未就園児預かり事業を
助成します。

40 1 2 1 家庭教育支援事業の実施

学校、各地域団体、行政等との連携を図り、臨床心理
士等の様々な講師を招いて、子育てに関する不安や悩
みを解消できるよう、学習機会の提供や、個別相談を
行います。

生涯学習振興課 1,107
引き続き、ニーズの把握を行い、実施会場や実施回数
の改善を図ります。

1,548 1,293 B

学習機会の提供
　子育て親育ち講座など　開催数：13回　参加
者等：延561人
相談活動
　相談活動　開催数：44回　参加者等：75組
　子育ておしゃべりタイム　開催数：143回
参加者等：1,586人

引き続き、ニーズの把握を行い、実施会場や実施
回数の改善を図ります。

41 1 2 2 就学援助【再掲】
市立小中学校等に就学する、経済的に困窮する世帯の
児童生徒の保護者に対し、学用品費等の支給や対象と
なる医療費、給食費等の援助を行います。

学事課 218,853 継続 230,082 209,265 B

市立小中学校に就学する、経済的に困窮する世帯
の児童生徒の保護者に対し、学用品費等の支給や
対象となる医療費、給食費等の援助を行った。
令和5年度認定者数：5,784人

継続

42 1 2 2 就学援助【再掲】
市立小中学校等に就学する、経済的に困窮する世帯の
児童生徒の保護者に対し、学用品費等の支給や対象と
なる医療費、給食費等の援助を行います。

保健体育課 262,368 継続 277,619 253,133 B 継続 継続

43 1 2 2 教職員研修事業【再掲】
研修により、教職員の実践的指導力や経営力を高める
とともに、社会の変化に対応する資質や力量の向上を
図ります。

教育センター 3,115

文部科学省が開発した「全国教員研修プラットフォー
ム」を導入し、教職員の自律的な研修受講を推進して
います。講師対象研修や初任者研修等の悉皆研修にも
システムを使用したオンデマンド研修を取り入れた
り、教科指導や今日的課題の研修など必要に応じた研
修を受講することで教職員の資質向上を図っていきま
す。

4,575 拡充 - B

基本研修・専門研修については、計画通りに実施
した。導入するシステムを活用できるよう、研修
形態や内容を見直し、各研修にNITS等オンデマ
ンド研修を取り入れる計画を立案、各研修受講に
併せオンデマンド研修を視聴し、教職員の資質向
上へつながっていくよう、案内ポスターを全校に
配付し周知を行った。

新しい研修制度が始まり、研修への参加希望者が
さらに増えることが予想されるので、研修内容に
よりオンライン、参集等参加形態を考え、研修の
機会を確保します。また、外部講師の活用等様々
な講師を招聘し、社会や教職員のニーズに沿った
講習を計画することで、教職員の資質や力量の向
上に努めてまいります。

44 1 2 2 教職員研修事業【再掲】
研修により、教職員の実践的指導力や経営力を高める
とともに、社会の変化に対応する資質や力量の向上を
図ります。

養護教育センター 873 継続 813 722 B

○基本研修の実施
・特別支援教育新任担当教員研修：73人受講
・新任特別支援教育コーディネーター研修：44
人受講
○専門研修の実施　1,809人受講

継続

45 1 2 2
スクールソーシャルワーカー
活用事業【再掲】

児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行
うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体
制を整備します。

教育支援課 53,383

SSWの資質向上を図るため、定期的に事例検討会や
SVを中心とした研修を行い、解決が困難な事案に対し
て教育、福祉の両面から支援を行います。
配置人数：12人　配置時間（年間）：864時間

47,096 45,964 B

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専
門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた
様々な環境に働きかけて支援を行うＳＳＷを配置
し、教育相談体制の整備を行った。
対応件数：252件
小学校 141事案、中学校 102事案、高校・特
支学校 9事案

SSWの資質向上を図るため、定期的に事例検討
会やSVを中心とした研修を行い、解決が困難な
事案に対して教育、福祉の両面から支援を行いま
す。
配置人数：１２人　配置時間（年間）：８６４時
間

46 1 2 2 特別支援教育就学奨励費
障害のある児童生徒の保護者に対し、世帯の経済状況
（所得等）に応じて、学用品費等の支給や給食費等の
援助を行います。

学事課 15,419 継続 14,246 14,614 B

障害のある児童生徒の保護者に対し、世帯の経済
状況（所得等）に応じて、学用品費等の支給の援
助を行った。
令和5年度受給者数：1,200人

継続

47 1 2 2 特別支援教育就学奨励費
障害のある児童生徒の保護者に対し、世帯の経済状況
（所得等）に応じて、学用品費等の支給や給食費等の
援助を行います。

保健体育課 15,967 継続 15,689 16,141 B
障害のある児童生徒の保護者に対し、世帯の経済
状況（所得等）に応じて、学用品費等の支給や給
食費等の援助を行った。

継続
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「第２期千葉市こども未来応援プラン」進行管理対象事業一覧表

令和6年度【計画2年目】 令和5年度【計画初年度】

【事業評価基準】 A. 計画以上の成果があった（120%以上） B. 概ね計画通り実施した（80%～119%）

C. 事業を実施したが計画どおり実施できなかった（～79％） D. 未実施（休止・中止等）

48 1 2 2 千葉市育英資金
市内在住で千葉市立高等学校に在学し、経済的な理由
により就学が困難な生徒に対し、必要な学資を支給し
ます。

教育改革推進課 1,840

令和6年4月から市立高等学校で周知を行い、対象者を
募集します。新規の給付者は千葉高10人、稲毛高2人
を見込んでおり、継続の給付者を合わせると千葉高等
学校15人、稲毛高等学校5人に給付する予定です。

2,160 954 B

令和5年4月から市立高等学校で周知を行い、対
象者を募集した。新規の給付者は千葉高4人、稲
毛高1人で、継続及び追加の給付者を合わせると
千葉高等学校9人、稲毛高等学校5人、合計14人
に給付した。

令和5年4月から市立高等学校で周知を行い、対
象者を募集します。新規の給付者は千葉高16
人、稲毛高9人を見込んでおり、継続の給付者を
合わせると千葉高等学校21人、稲毛高等学校12
人に給付する予定です。

49 1 2 3
生活保護世帯等学習・生活支
援事業

生活保護世帯及び生活困窮者世帯の生徒に対し、高校
等進学に必要な基礎学力の向上を図るための学習支援
を実施するとともに、子ども及びその保護者に対し、
当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善を図るため
の生活支援を行います。

保護課 80,000 継続 79,330 拡充 79,330 B

延べ開催回数：860回
延べ参加者数：13,500人（うち生活困窮世帯：
11,718人）
平日12か所、土曜2か所で実施生活保護世帯及
び生活困窮者世帯の生徒に対し、高校進学に必要
な基礎学力の向上を図るための学習支援を実施す
るとともに、子ども及びその保護者に対し、当該
子どもの生活習慣及び育成環境の改善を図るため
の生活支援を行った。

生活保護世帯及び生活困窮者世帯の生徒に対し、
高校等進学に必要な基礎学力の向上を図るための
学習支援を実施するとともに、子ども及びその保
護者に対し、当該子どもの生活習慣及び育成環境
の改善を図るための生活支援を行います。

50 1 2 3
生活保護のうち教育扶助費
（小中学校）

児童生徒のいる生活保護受給世帯に対し、教育扶助費
（基準額の定額並びに教材代、給食費、交通費及び学
習支援費などの実費）を支給します。

保護課 100,000 継続 108,000 90,076 B
児童生徒のいる生活保護受給世帯に対し、教育扶
助費（基準額の定額並びに教材代、給食費、交通
費及び学習支援費などの実費）を支給した。

継続

51 1 2 3
児童養護施設措置費（教育
費）

児童養護施設等に措置されている子どものうち、学習
塾に通っている子どもの授業料（月謝）、講習会等の
実費相当額を支給します。

こども家庭支援課 - 継続 - - B
児童養護施設等入所児童に対し、学習塾等に係る
実費を支弁。

継続

52 1 2 3 放課後子ども教室【再掲】

小学校の放課後において、地域の参画を得て、学習や
交流などの体験機会を提供することにより、子どもた
ちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境
づくりを推進します。

生涯学習振興課 40,640 拡充

・63校において実行委員会方式の放課後子ども教室を
実施
・うち19校において総合コーディネーターによる活動
支援を実施
・うち1校において民間委託モデル事業を実施

42,303 拡充 38,213 B

・69校において実行委員会方式の放課後子ども
教室を実施
・うち18校において総合コーディネーターによ
る活動支援を実施
・うち1校において民間委託モデル事業を実施

・73校において実行委員会方式の放課後子ども
教室を実施
・うち18校において総合コーディネーターによ
る活動支援を実施
・うち1校において民間委託モデル事業を実施

53 1 2 3
スクールソーシャルワーカー
活用事業【再掲】

児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行
うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体
制を整備します。

教育支援課 53,383

SSWの資質向上を図るため、定期的に事例検討会や
SVを中心とした研修を行い、解決が困難な事案に対し
て教育、福祉の両面から支援を行います。
配置人数：12人　配置時間（年間）：864時間

47,096 45,964 B

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専
門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた
様々な環境に働きかけて支援を行うＳＳＷを配置
し、教育相談体制の整備を行った。
対応件数：252件
小学校 141事案、中学校 102事案、高校・特
支学校 9事案

SSWの資質向上を図るため、定期的に事例検討
会やSVを中心とした研修を行い、解決が困難な
事案に対して教育、福祉の両面から支援を行いま
す。
配置人数：１２人　配置時間（年間）：８６４時
間

54 1 2 3
スクールカウンセラー活用事
業【再掲】

いじめや不登校などに対応するため、臨床心理士等
が、児童生徒や保護者へのカウンセリングを行うとと
もに、教職員及び保護者に対する助言や情報提供を行
い、相談体制を充実します。

教育支援課 207,409 拡充

児童生徒の臨床心理に関して、専門的な知識・経験を
有するスクールカウンセラーを配置し、児童生徒等の
悩みの解消に当たります。今年度は、小学校で200時
間の学校を6校から20校、160時間の学校を37校か
ら49校、市立高校2校をそれぞれ140時間から240時
間、特別支援学校3校をそれぞれ120時間から140時
間へ拡充します。

195,756 拡充 187,027 B

児童生徒の臨床心理に関して、専門的な知識・経
験を有するスクールカウンセラーを配置し、児童
生徒等の悩みの解消に当たった。小学校大規模校
6校を160時間から200時間に拡充した。真砂
中かがやき分校（夜間中学）に280時間、教育
支援センター「ライトポート稲毛」に120時間
の新規配置を行った。
総相談件数：58,130件

児童生徒の臨床心理に関して、専門的な知識・経
験を有するスクールカウンセラーを配置し、児童
生徒等の悩みの解消に当たります。今年度は、小
学校大規模校6校を160時間から200時間に拡
充します。また、真砂中かがやき分校（夜間中
学）に280時間、教育支援センター「ライト
ポート稲毛」に120時間の新規配置を行いま
す。

55 1 2 3 学校外教育バウチャー

子どもの貧困対策として、市内のひとり親家庭や生活
保護受給世帯の児童に対して「こども未来応援クーポ
ン」を提供し、学習塾やスポーツ・文化活動などの習
い事に必要な費用を助成します。

こども家庭支援課 36,737
対象者：生活保護受給世帯または児童扶養手当全部支
給世帯の小学5、6年生
対象児童：各学年115人（月額1万円相当）

36,737 18,072 B

生活保護受給世帯（ひとり親家庭以外にも対象拡
大）及び児童扶養手当全部支給世帯の小学5、6
年生を対象とし、バウチャーを提供した。
助成決定者数：183名（5年生89人、6年生94
人）

対象者：生活保護受給世帯または児童扶養手当全
部支給世帯の小学5、6年生
対象児童：各学年115人（月額1万円相当）

56 1 2 3
フリースクール等民間施設と
の連携について

フリースクールに通う不登校児童生徒に対し、イン
ターネットを活用した学習支援を行います。また、フ
リースクールなどへ通う要保護・準要保護の児童生徒
へ、活動費や通所費の助成を行います。

教育支援課 5,938 拡充

フリースクール等に通う不登校児童生徒に対し、イン
ターネットを活用した学習支援を行います。また、フ
リースクール等へ通う要保護・準要保護の児童生徒
へ、活動費や通所費などの助成を行います。

3,746 3,190 B

フリースクールに通う不登校児童生徒に対し、イ
ンターネットを活用した学習支援を行った。
委託先件数：１件
また、フリースクールなどへ通う要保護・準要保
護家庭の児童生徒へ、活動費や通所費などの助成
を行った。
認定件数：1２件

フリースクール等に通う不登校児童生徒に対し、
インターネットを活用した学習支援を行います。
また、フリースクール等へ通う要保護・準要保護
の児童生徒へ、活動費や通所費などの助成を行い
ます。

57 1 2 3
SNSを活用した教育相談【再
掲】

市立中学校・高等学校・中等教育学校の生徒のいじめ
や不登校をはじめとする様々な悩みに応えるため、
SNSを活用した教育相談を行います。

教育支援課 2,876 拡充

千葉県と合同事業として実施し、4月1日～3月31日
まで週3日相談窓口の開設を行います。対象者が相談
しやすい時間帯を考慮し、18時から22時に開設して
います。また、悩み相談の増加する長期休業明け
(4/24～5/8、8/23～9/7、1/4～1/11)は毎日開
設します。今年度から、対象を小学生（4年以上）に
増やします。

2,917 1,524 B

千葉県と合同事業として実施し、4月1日～3月
31日まで週3日相談窓口を開設した。中高生の
利用しやすい時間帯を考慮し、18時から22時に
開設した。また、悩み相談の増加する長期休業明
け(4/23～5/11、8/25～9/6、1/4～1/11)
は毎日開設した。
相談件数：683件

千葉県と合同事業として実施し、4月1日～3月
31日まで週3日相談窓口の開設を行います。昨
年度から、中高生の利用しやすい時間帯を考慮
し、18時から22時に開設しています。また、悩
み相談の増加する長期休業明け(4/23～5/11、
8/25～9/6、1/4～1/11)は毎日開設します。
また、昨年度よりも長期休業明けの開設日数を増
やしました。

58 1 2 3 公立夜間中学の運営

義務教育を修了しないまま学齢期を経過した方や、不
登校など様々な事情により十分な教育を受けられない
まま中学校を卒業した方、本国や我が国において十分
に教育を受けられなかった外国籍の方などが、義務教
育の学習内容を夜間に学ぶ場所として、公立夜間中学
を令和5年4月に設置し、運営します。

学事課 55,229 継続 46,380 20,815 B

様々な事情により十分な教育を受けられなかった
者の学び直しを支援するため､令和5年4月に真砂
中学校の分校として公立夜間中学を開校した。
令和5年度生徒数：38人

継続

59 1 2 4
母子父子寡婦福祉資金貸付金
事業

ひとり親家庭等に対し、修学資金の貸付による大学等
への進学の支援や転宅資金の貸付、技能習得資金など
の貸付による自立を支援します。（全12種の貸付あ
り）

こども家庭支援課 336,309 継続 231,520 146,470 B
就学支度資金や修学資金等6種類の貸付を行っ
た。
貸付件数： 339件　貸付金額： 144,734千円

継続
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60 1 2 4
児童養護施設措置費
（大学進学等自立生活支度
費）

児童養護施設等に措置されている子どもが高等学校等
を卒業し、大学等に進学するなど自立する際に支度金
を支給します。

こども家庭支援課 - 継続 - - B
大学等への進学により児童養護施設等から退所
し、自立した児童2人に対し支度費を支弁。

継続

61 1 2 4 進学準備給付金
生活保護世帯の子どもの大学等への進学の支援を図る
ことを目的として、大学等に進学した方に対する準備
金を支給します。

保護課 7,200 継続 6,700 5,200 B

18歳に達する以後の最初の3月31日までにある
者等で、特定教育訓練施設（大学、専修学校等）
に確実に入学すると見込まれるものに対し、10
万円（自宅から通学）または30万円（転居する
場合）を支給した。

継続

62 2 1 1 エンゼルヘルパー派遣事業
妊娠中や出産後1年未満の、昼間、家事や育児の手伝
いをしてくれる人がいない方などを対象にホームヘル
パーを派遣し、家事又は育児を援助します。

幼保支援課 14,676 拡充
これまでの事業内容に加え、令和６年度から多胎世帯
を軽減対象に追加する。

11,416 拡充 14,130 B
妊娠中及び出産後１年未満の子育て家庭への支援
を行った。

ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するため、エ
ンゼルヘルパー派遣事業の利用料を軽減します。

63 2 1 1 妊娠・出産包括支援

母子健康包括支援センターにおいて、母子健康手帳交
付時の面接を契機に、産後ケア等の事業を通じて、妊
娠期から子育て期まで切れ目ない支援が実施できるよ
う支援体制を強化します。

健康支援課 147,577 拡充
①母子健康手帳交付時面接において応援プランを作成
②妊娠後期面接の実施
③産後ケア事業の実施

118,811 拡充 150,540 B

①母子健康手帳交付時全員に応援プラン作成を継
続実施
5,850件
②妊娠後期面接の継続実施
2,258件
③専用電話及び面接・オンライン相談の継続
電話相談件数：13,336件　　包括相談員による
面接：7,345件
④産後ケア事業の継続、日帰り型実施
施設型：実603人延2,485日、訪問型：実
1,202人延3,590回　日帰り型：実331日延
858日

①母子健康手帳交付時面接において応援プランを
作成
②妊娠後期面接の実施
③産後ケア事業の実施

64 2 1 1 産休明け保育事業

産後休暇後(生後57日目から3か月まで)、就労により
保育を必要とする児童を乳児保育を実施する全ての保
育所（園）（地域型保育事業を実施する事業所を除
く。）で受け入れを行います。

幼保指導課 47 継続 140 0 B

R5年度の入所は2名であった。2名とも入所後に
行われた内科健診にて産休明け児健康診断を兼ね
て受診した。そのため、産休明け児健康診断とし
ての支出は0であった。

継続

65 2 1 1 子育て支援館管理運営
乳幼児の健やかな育成を図るとともに、子育て家庭を
支援するため、親子の遊びと交流の場の提供、相談、
講座等を行います。

幼保支援課 79,219 継続 79,314 79,202 B
親子の遊びと交流の場の提供、相談、講座等を
行った。

子ども・子育て支援新制度の「地域子ども・子育
て支援事業」に位置づけられたため、国の動向を
注視しながら、市の子育て支援拠点の基幹施設と
して、一層の充実を図っていく。

66 2 1 1 地域子育て支援センター事業

育児・保育に関する相談指導等について相当の知識及
び経験を有する専任保育士等を配置し、子育て親子の
交流の場の提供、各種相談、子育てサークルへの支
援、情報提供等地域の子育て家庭に対する育児支援を
行います。

幼保支援課 64,746 継続 61,907 61,445 B

育児・保育に関する相談指導等について相当の知
識及び経験を有する専任保育士等を配置し、子育
て親子の交流の場の提供、各種相談指導、子育て
サークルへの支援、情報提供等地域の子育て家庭
に対する育児支援を行った。

子ども・子育て支援新制度の「地域子ども・子育
て支援事業」に位置づけられているため、国の動
向を注視しながら、一層の充実を図る。

67 2 1 1 子育てリラックス館事業
子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するため、
子育て中の親子が気軽に集い、うちとけた雰囲気の中
で相互交流や相談等を行います。

幼保支援課 102,427 継続 98,463 97,558 B
子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するた
め、子育て中の親子が気軽に集い、うちとけた雰
囲気の中で相互交流や相談等を行った。

地域の子育て支援機能を有する保育所等との連携
強化、地域ボランティアや子育てサークルとの協
働等による地域支援活動の拡充などにより、保護
者のニーズに対応していく。

68 2 1 2 生活困窮者自立支援事業
生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援・家計改
善支援・住居確保給付金等）や児童、教育関係機関等
と連携した包括的な支援を行います。

保護課 367,793 継続 408,653 拡充 371,562 B
生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援、家
計改善支援、住居確保給付金等）や児童、教育関
係機関等と連携した包括的な支援を実施した。

生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援、家
計改善支援、住居確保給付金等）や児童、教育関
係機関等と連携した包括的な支援を実施します。

69 2 1 2

母子家庭等就業・自立支援
センター事業（就業相談、母
子・父子自立支援プログラム
策定事業）

専門の相談員が、就業など自立支援に関するひとり親
家庭の方の相談に応じ、それぞれの状況に応じて適切
な助言や指導を行うほか、児童扶養手当受給者へハ
ローワークと連携した就業支援を行います。

こども家庭支援課 22,230

引き続き、専門の相談員が、就業など自立支援に関す
るひとり親家庭の方の相談に応じ、それぞれの状況に
応じて適切な助言や指導を行うほか、児童扶養手当受
給者へハローワークと連携した就業支援を行います。

19,168 17,729 B
相談件数：1,266件　就職人数： 182人
母子・父子自立支援プログラム策定事業実施件
数： 115件

引き続き、専門の相談員が、就業など自立支援に
関するひとり親家庭の方の相談に応じ、それぞれ
の状況に応じて適切な助言や指導を行うほか、児
童扶養手当受給者へハローワークと連携した就業
支援を行います。

70 2 1 2
ひとり親家庭等日常生活支援
事業

家事援助や保育等のサービスが必要になったひとり親
家庭等に、生活支援員を派遣し、家事や保育等の援助
を行います。

こども家庭支援課 3,597
引き続き、家事援助や保育等のサービスが必要になっ
たひとり親家庭等に、生活支援員を派遣し、家事や保
育等の援助を行います。

3,153 3,194 B

家事援助や保育等のサービスが必要になったひと
り親家庭等に、生活支援員を派遣し、家事や保育
等の援助を行った。
延利用時間：653時間

引き続き、家事援助や保育等のサービスが必要に
なったひとり親家庭等に、生活支援員を派遣し、
家事や保育等の援助を行います。

71 2 1 2
ひとり親家庭土日夜間電話相
談事業

専門の相談員が土日祝日の日中及び平日夜間に子ども
のしつけ・育児に関する内容を中心とした生活全般に
ついて電話相談業務を行います。

こども家庭支援課 1,571
引き続き、土日祝日の日中及び平日夜間に、子どもの
しつけ・育児に関する内容を中心とした生活全般につ
いての電話相談業務を実施します。

1,523 1,522 B
電話相談実施日：　・平日（18:00～21:00）
246日　・土日祝日（9:00～18:00）69日
相談件数： 62件

引き続き、土日祝日の日中及び平日夜間に、子ど
ものしつけ・育児に関する内容を中心とした生活
全般についての電話相談業務を実施します。

72 2 1 2 身元保証人確保対策事業

児童養護施設や母子生活支援施設等に入所中又は退所
した子どもや女性等が、就職や住居を賃借する際に、
施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約を
締結し、身元保証人を確保し、社会的自立を促進しま
す。

こども家庭支援課 30

引き続き、児童養護施設や母子生活支援施設等に入所
中又は退所した子どもや女性等が、就職や住居を賃借
する際に、施設長等が身元保証人となった場合の損害
保険契約を締結し、身元保証人を確保し、社会的自立
を促進します。

30 26 B

児童養護施設や母子生活支援施設等に入所中又は
退所した子どもや女性等が、就職や住居を賃借す
る際に、施設長等が身元保証人となった場合の損
害保険契約を締結し、身元保証人を確保し、社会
的自立を促進した。

引き続き、児童養護施設や母子生活支援施設等に
入所中又は退所した子どもや女性等が、就職や住
居を賃借する際に、施設長等が身元保証人となっ
た場合の損害保険契約を締結し、身元保証人を確
保し、社会的自立を促進します。
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73 2 1 3
放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）

就労等により昼間家庭に保護者のいない児童を対象
に、放課後の遊びや生活の場を提供し、児童の健全育
成を図ります。

健全育成課 3,951,032 拡充

就労などにより昼間家庭に保護者がいない児童を対象
に、放課後の遊びや生活の場を提供する子どもルーム
の運営、待機児童解消に向けた施設整備などを行う。
民間事業者が実施する子どもルームの安定的な運営を
確保し、児童の健全育成を図るため、運営経費の一部
を助成するとともに、利用を促進する取組みを実施す
る。
　運営助成　14事業者→15事業者
　医療的ケア児の受入助成
　民間子どもルームの認知度・魅力向上

3,423,399 拡充 3,077,204 B

就労などにより昼間家庭に保護者がいない児童を
対象に、放課後の遊びや生活の場を提供する子ど
もルームの運営、待機児童解消に向けた施設整備
などを行った。
民間事業者が実施する子どもルームの安定的な運
営を確保し、児童の健全育成を図るため、運営経
費の一部を助成した。
　運営助成　14事業者
　医療的ケア児の受入助成
　民間子どもルームの認知度・魅力向上リーフ
レット作成

就労などにより昼間家庭に保護者がいない児童を
対象に、放課後の遊びや生活の場を提供する子ど
もルームの運営、待機児童解消に向けた施設整備
などを行う。
民間事業者が実施する子どもルームの安定的な運
営を確保し、児童の健全育成を図るため、運営経
費の一部を助成するとともに、利用を促進する取
組みを実施する。
　運営助成　14事業者→15事業者
　医療的ケア児の受入助成
　民間子どもルームの認知度・魅力向上

74 2 1 3 アフタースクール事業

放課後児童健全育成事業（子どもルーム）と放課後子
ども教室を一体的に運営し、希望する全ての児童に安
全・安心な居場所と多様な体験・活動の機会を提供す
るアフタースクール事業を実施します。

生涯学習振興課 1,414,453 拡充
R6：10か所拡充（44か所）
R7：10か所拡充（54か所）

1,116,637 拡充 1,078,904 B
R5：10か所拡充（34か所）
R6：10か所拡充（44か所）

R5：10か所拡充（34か所）
R6：10か所拡充（44か所）

75 2 1 3 時間外保育（延長保育）事業

保育所等に入所している児童のうち、保護者の就労形
態、残業等のやむを得ない理由により、定められた保
育時間内では対応が困難な場合、時間外の保育を行い
ます。

幼保運営課 1,046,945 継続 889,753 912,473 B

保育所等に入所している児童のうち、保護者の就
労形態、残業等のやむを得ない理由により、定め
られた保育時間内では対応が困難な場合、時間外
の保育を行った。

継続

76 2 1 3 幼稚園型一時預かり事業
私立幼稚園及び認定こども園が教育時間の前後に実施
する「預かり保育」（一時預かり）に対し助成をする
ことにより、子育て支援を推進します。

幼保支援課 34,583 継続 33,959 33,856 B
私立幼稚園及び認定こども園が教育時間の前後に
実施する「預かり保育」（一時預かり）に対し助
成を行った。

私立幼稚園及び認定こども園が教育時間の前後に
実施する「預かり保育」（一時預かり）に対し助
成します。

77 2 1 3 一時預かり事業

保護者の育児疲れ、急病、裁判員等に伴う一時的な保
育やパートタイム勤務等就労形態の多様化に伴う断続
的な保育など、多様な保育需要に対応するため、一時
預かり事業（不定期・定期）を行います。

幼保運営課 218,776 拡充

民間園の事業継続および新規参入を促進するため、年
齢に応じた新たな加算項目等を設け、事業の実施に必
要な費用を補助する。
R6拡充分予算：34,360千円

177,828 131,620 B
民間保育所等での事業実施園を拡大した。
延実施園： 76園

継続

78 2 1 3 病児・病後児保育事業

保育所等へ通所中の児童が、病気回復期などであるこ
とから、集団保育又は家庭での育児が困難な場合に、
その児童を一時的に預かり、保護者の子育てと就労の
両立を支援します。

幼保支援課 163,877
これまでの事業を継続するとともに新たに新たな受託
先の確保に努める。

124,233 140,343 B

保育所等へ通所中の児童が、病気回復期などであ
ることから集団保育又は家庭での育児が困難な場
合に、その児童を一時的に預かり、保護者の子育
てと就労の両立を支援した。

今後の新設・定員増について、コロナ終息後の需
要の動向を見極めながら、医師会と相談しつつ慎
重に検討していく。

79 2 1 3 休日保育事業
保護者が就労等のため、日曜日・祝日等に保育を必要
とする児童に対し、休日保育を行います。

幼保運営課 65,746 継続 56,444 拡充 52,461 B

事業の円滑な実施のため、補助金の充実を図っ
た。
経費が給付費を上回る園に対し、補助金を支給
（2園）

保護者が就労等のため、日曜日・祝日等に保育を
必要とする児童に対し、休日保育を行うため、実
施園の拡充を行います。

80 2 1 3 民間保育園等整備
潜在的な保育需要に対応し、将来にわたり待機児童ゼ
ロを達成するため、計画的に保育所等を整備します。

幼保支援課 872,473 拡充
待機児童ゼロを継続するため、引き続き計画的に保育
所等を整備します。

425,058 拡充 221,752 B
待機児童ゼロを継続するため、引き続き計画的に
保育所等を整備した。

待機児童ゼロを継続するため、引き続き計画的に
保育所等を整備します。

81 2 1 3 子育て短期支援事業
保護者が、育児疲れや冠婚葬祭などで一時的に子ども
の養育をすることが困難となった場合、児童福祉施設
等で子どもを養育し、子育てを支援します。

こども家庭支援課 41,289 拡充

子育て世帯の効果的な負担軽減を図るため、施設への
専従職員配置の支援を行い、利用日数を増やすほか、
利用者への親子入所等支援、入所希望児童支援を実施
する。

9,205 12,101 B

保護者が、育児疲れや冠婚葬祭などで一時的に子
どもの養育をすることが困難となった場合に、児
童福祉施設等で子どもを養育し、子育てを支援し
た。
①ショートステイ…延日数：970日
②トワイライトステイ…延日数：736日

引き続き、保護者が、育児疲れや冠婚葬祭などで
一時的に子どもの養育をすることが困難となった
場合に、児童福祉施設等で子どもを養育し、子育
てを支援します。
また、受け入れ施設の職員不足による利用困難者
数が増加していることから、受入施設との契約形
態を見直し、単価契約から固定費+実績に応じた
単価での支払いに変更し、受入の拡充を図りま
す。

82 2 1 3
ファミリー・サポート・セン
ターひとり親家庭等支援事業

ファミリー・サポート・センターを利用する際の利用
料の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の就
労支援・負担軽減を図ります。

幼保支援課 496 継続 766 拡充 89 B
ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するため、補
助を実施した。

ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するため、
ファミリー・サポート・センター事業の利用料に
対し助成します。

83 2 1 3
保育所等・子どもルームへの
優先入所

ひとり親家庭の児童について、保育所等・子どもルー
ムへの優先入所を実施します。

幼保運営課 - 継続 - - B
保育の必要性を点数化する選考基準において、ひ
とり親家庭には両親家庭よりも高い点数を設定し
た。

継続

84 2 1 3
保育所等・子どもルームへの
優先入所

ひとり親家庭の児童について、保育所等・子どもルー
ムへの優先入所を実施します。

健全育成課 -
ひとり親家庭の児童について、保育所等・子どもルー
ムへの優先入所を実施する。

- - B

千葉市放課後児童健全育成事業事務取扱要領に定
めるところにより、ひとり親家庭の児童につい
て、保育所等・子どもルームへの優先入所を実施
した。

ひとり親家庭の児童について、保育所等・子ども
ルームへの優先入所を実施する。

85 2 1 3
外国人児童・保護者対応職員
配置

外国人児童・保護者及び保育者の負担軽減を図るた
め、日本語が堪能でない外国人児童・保護者に対応す
る通訳事務兼保育補助員の会計年度任用職員を、外国
人入所児童の特に多い公立保育所へ配置を行います。

幼保指導課 8,892 拡充

R5年度では高浜第一保育所、幸第一保育所、花見川第
二保育所、高洲第一保育所の４か所体制としたところ
であるが、R6年度では新たに１か所に職員を配置（配
置先検討中）し、計５か所体制とする。
（令和５年度まで花見川第二保育所に配置していた職
員は、児童の在籍状況の関係上、R6年度から花見川第
一保育所に配置する。）

5,891 拡充 4,530 B

R4年度まで高浜第一保育所、幸第一保育所、花
見川第二保育所の３か所あったところ、令和4年
度において、新たに、高洲第一保育所に職員を配
置し、計４か所体制した。

R4年度まで高浜第一保育所、幸第一保育所、花
見川第二保育所の３か所あったところ、令和５年
度において、新たに、高洲第一保育所に職員を配
置し、計４か所体制とする。
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C. 事業を実施したが計画どおり実施できなかった（～79％） D. 未実施（休止・中止等）

86 2 1 3 児童家庭支援センター

地域に密着した相談・支援を強化するため、児童に関
する家庭・地域住民等からの相談に対し、専門的な知
識及び技術的な助言を行うとともに、保護を要する児
童又はその保護者に対する指導及び児童相談所等との
連携・連絡調整等を総合的に行います。

こども家庭支援課 64,232 継続 79,741 86,149 B

市内4施設に運営費の補助を行い、以下を実施し
た。
①児童に関する家庭・地域住民等からの相談に対
する、専門的な知識及び技術的な助言
②保護を要する児童又はその保護者に対する指導
③児童相談所等との総合的な連携・連絡調整

継続

87 2 1 4
ひとり親家庭土日夜間電話相
談事業【再掲】

専門の相談員が土日祝日の日中及び平日夜間に子ども
のしつけ・育児に関する内容を中心とした生活全般に
ついて電話相談業務を行います。

こども家庭支援課 1,571
引き続き、土日祝日の日中及び平日夜間に、子どもの
しつけ・育児に関する内容を中心とした生活全般につ
いての電話相談業務を実施します。

1,523 1,522 B
電話相談実施日：　・平日（18:00～21:00）
246日　・土日祝日（9:00～18:00）69日
相談件数： 62件

引き続き、土日祝日の日中及び平日夜間に、子ど
ものしつけ・育児に関する内容を中心とした生活
全般についての電話相談業務を実施します。

88 2 1 4 ひとり親家庭情報交換事業
ひとり親家庭の親等がお互いの悩みを打ち明け、相談
し合う場づくりとして、情報交換事業を実施します。

こども家庭支援課 1,396
引き続きひとり親同士が打ち解け、交流を図るための
場を設定します。
開催回数：5回

1,360 1,359 B
ひとり親同士が打ち解け、交流を図るための場を
設定した。
開催回数：5回

引き続きひとり親同士が打ち解け、交流を図るた
めの場を設定します。
開催回数：5回

89 2 1 4 家庭児童相談
保健福祉センターに家庭相談員を配置し、子どもと家
庭に関する様々な相談に応じます。

こども家庭支援課 93
引き続き、各保健福祉センターに家庭相談員を配置
し、養護相談等、子どもと家庭に関する様々な相談を
実施します。

122 66 B
各保健福祉センターに家庭相談員を配置し、養護
相談等、子どもと家庭に関する様々な相談を実施
した。

引き続き、各保健福祉センターに家庭相談員を配
置し、養護相談等、子どもと家庭に関する様々な
相談を実施します。

90 2 1 4 育児ストレス相談
育児不安等で悩んでいる保護者を対象に、臨床心理士
が個別相談を実施します。

健康支援課 4,568
臨床心理士による育児ストレス相談の実施（年間200
回予定）

4,568 4,543 B 開催回数209回、延べ人数349人
臨床心理士による育児ストレス相談の実施（年間
200回予定）

91 2 1 4 養育支援訪問
保健師等の養育支援員が家庭を訪問し、保護者に対
し、具体的な子育てに関する相談、指導を行います。

健康支援課 20,835
必要に応じて、こども家庭支援拠点との連携を図り、
効果的な訪問指導を実施する。

20,753 13,365 B ・養育支援訪問延件数　1,801件
必要に応じて、こども家庭支援拠点（中央区、花
見川区、稲毛区）との連携を図り、効果的な訪問
指導を実施する。

92 2 1 4 遺児等のグリーフケア

親と死別（事故などによる障害を含む。）した児童や
その保護者などの深い悲しみや喪失感を軽減するグ
リーフケアとして、専門機関によるカウンセリングを
実施します。

こども家庭支援課 132

引き続き、親と死別（事故などによる障害を含む。）
した児童やその保護者などを対象に、専門機関による
カウンセリングを無料で利用していただくことによ
り、深い悲しみや喪失感を軽減する支援をします。

132 40 B
専門機関によるカウンセリングを実施し、深い悲
しみや喪失感を軽減する支援を行った。
カウンセリング件数：11件

引き続き、親と死別（事故などによる障害を含
む。）した児童やその保護者などを対象に、専門
機関によるカウンセリングを無料で利用していた
だくことにより、深い悲しみや喪失感を軽減する
支援をします。

93 2 1 5
母子父子寡婦福祉資金貸付金
事業【再掲】

ひとり親家庭等に対し、修学資金の貸付による大学等
への進学の支援や転宅資金の貸付、技能習得資金など
の貸付による自立を支援します。（全12種の貸付あ
り）

こども家庭支援課 336,309 継続 231,520 146,470 B
就学支度資金や修学資金等6種類の貸付を行っ
た。
貸付件数： 339件　貸付金額： 144,734千円

継続

94 2 1 5
市営住宅入居時の優遇措置の
推進

ひとり親家庭などについて、優先的に入居できるよう
な措置を実施し、住宅支援を行います。

住宅整備課 0 継続 - - B

20歳未満の子とこれを現に扶養している寡婦
（夫）から構成される世帯の入居選考の点数を1
点加点。
令和５年度実績：　112件

継続

95 2 1 5 民間賃貸住宅入居支援制度

ひとり親世帯等を対象に、不動産関係団体の協力のも
と、入居を拒まない民間賃貸住宅を紹介します。ま
た、本制度利用者を対象に、入居時に家賃保証会社を
利用する場合の保証料の一部を助成します。

住宅政策課 240 拡充

・住宅関連情報提供コーナーにおいて、入居を拒まな
い民間賃貸住宅の情報提供及び居住支援を行う。
・入居支援制度利用者を対象に家賃債務保証会社等を
利用する場合、保証料等を一部助成する。（上限額 2
万4千円→6万円　補助率 1/2→10/10）

96 107 B

・新規の物件情報を紹介し、制度利用者の入居の
可能性を高めた。
・制度利用者が入居時に支払う家賃債務保証料の
一部を助成した。
（相談： 244件　成約：31件　補助：6件）

「継続」
・住宅関連情報提供コーナーにおいて、入居を拒
まない民間賃貸住宅の情報提供及び居住支援を行
う。
・入居支援制度利用者を対象に家賃債務保証会社
等を利用する場合、保証料等を一部助成する。

96 2 1 5
住宅関連情報提供コーナー
（すまいのコンシェルジュ）

市内の市営住宅、県営住宅、ＵＲ都市機構の賃貸住宅
など様々な住宅の情報を提供します。

住宅政策課 4,822

「継続」
・すまいに関する情報提供などの相談業務を行う。
・空家の制度など一般的な相談に対する対応や、所有
する空家や相続など専門的な相談の専門家団体へのつ
なぎを行う。
・住宅確保要配慮者に対する情報提供等を行う。

4,536 4,521 B

・すまいに関する情報提供、相談などの相談業務
を行った。
・相談実績（軽微な相談793件を除く）1,381
件
　うち、単身高齢者、低額所得者等の住まい探し
（賃貸）に関するもの：836件

「継続」
・すまいに関する情報提供などの相談業務を行
う。
・空家の制度など一般的な相談に対する対応や、
所有する空家や相続など専門的な相談の専門家団
体へのつなぎを行う。
・住宅確保要配慮者に対する情報提供等を行う。

97 2 1 5
生活困窮者自立支援事業【再
掲】

生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援・家計改
善支援・住居確保給付金等）や児童、教育関係機関等
と連携した包括的な支援を行います。

保護課 367,793 継続 408,653 拡充 371,562 B
生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援、家
計改善支援、住居確保給付金等）や児童、教育関
係機関等と連携した包括的な支援を実施した。

生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援、家
計改善支援、住居確保給付金等）や児童、教育関
係機関等と連携した包括的な支援を実施します。

98 2 1 5
ひとり親家庭住宅支援資金貸
付

母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に
向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者に
対して住居の借り上げに必要となる資金を貸し付ける
ことにより、就労又はより稼働所得の高い就労、子ど
もの高等教育の確保などに繋げ、自立の促進を図りま
す。

こども家庭支援課 0
継続
（令和６年度については、令和５年度までの社協の繰
越金で運用可能なため、予算計上はしていない。）

49,920 49,920 B

母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自
立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当
受給者に対して住居の借り上げに必要となる資金
の貸し付けを行った。
貸付件数：76件

母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自
立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当
受給者に対して住居の借り上げに必要となる資金
を貸し付けることにより、就労又はより稼働所得
の高い就労、子どもの高等教育の確保などに繋
げ、自立の促進を図る。
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99 2 2 1 退所児童等アフターケア事業

児童養護施設等を退所予定又は退所後の子どもに対
し、相談支援、生活支援、就業支援等を行うことによ
り、地域生活及び自立を支援するとともに、退所した
者同士が集まり、意見交換や情報交換・情報発信等を
行えるような場を提供します。

こども家庭支援課 3,522

引き続き、児童養護施設等を退所予定又は退所後の子
どもに対し、相談支援、生活支援、就業支援等を行う
ことにより、地域生活及び自立を支援するとともに、
退所した者同士が集まり、意見交換や情報交換・情報
発信等を行えるような場を提供します。

2,881 1,442 B

児童養護施設等を退所予定又は退所後の子どもに
対し、相談支援、生活支援、就業支援等を行うこ
とにより、地域生活及び自立を支援するととも
に、退所した者同士が集まり、意見交換や情報交
換・情報発信等を行えるような場を提供した。

引き続き、児童養護施設等を退所予定又は退所後
の子どもに対し、相談支援、生活支援、就業支援
等を行うことにより、地域生活及び自立を支援す
るとともに、退所した者同士が集まり、意見交換
や情報交換・情報発信等を行えるような場を提供
します。

100 2 2 1
身元保証人確保対策事業【再
掲】

児童養護施設や母子生活支援施設等に入所中又は退所
した子どもや女性等が、就職や住居を賃借する際に、
施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約を
締結し、身元保証人を確保し、社会的自立を促進しま
す。

こども家庭支援課 30

引き続き、児童養護施設や母子生活支援施設等に入所
中又は退所した子どもや女性等が、就職や住居を賃借
する際に、施設長等が身元保証人となった場合の損害
保険契約を締結し、身元保証人を確保し、社会的自立
を促進します。

30 26 B

児童養護施設や母子生活支援施設等に入所中又は
退所した子どもや女性等が、就職や住居を賃借す
る際に、施設長等が身元保証人となった場合の損
害保険契約を締結し、身元保証人を確保し、社会
的自立を促進した。

引き続き、児童養護施設や母子生活支援施設等に
入所中又は退所した子どもや女性等が、就職や住
居を賃借する際に、施設長等が身元保証人となっ
た場合の損害保険契約を締結し、身元保証人を確
保し、社会的自立を促進します。

101 2 2 1
自立援助ホーム心理職配置助
成

自立援助ホームにおいて、入所児童の自立を促進する
ため、心理担当職員の配置に要する費用を助成しま
す。

こども家庭支援課 1,069
引き続き、自立援助ホームにおいて、入所児童の自立
を促進するため、心理担当職員の配置に要する費用を
助成します。

1,069 523 B
自立援助ホームにおいて、入所児童の自立を促進
するため、心理担当職員の配置に要する費用を助
成した

引き続き、自立援助ホームにおいて、入所児童の
自立を促進するため、心理担当職員の配置に要す
る費用を助成します。

102 2 2 2 食育の推進に関する支援

子どもの発育・発達状態・健康状態・栄養状態・生活
状況などを把握し、それぞれに応じた必要な栄養量が
確保できるように努めるとともに、食育の観点から、
食事の提供や栄養管理を行い、子どもの健やかな発
育・発達を支援します。

幼保指導課 - 継続 - - B

各保育所・認定こども園において、子どもの発
育・発達状態・健康状態・栄養状態・生活状況な
どを把握し、それぞれに応じた必要な栄養量が確
保できるように努めるとともに、食育の観点か
ら、食事の提供や栄養管理を行い、子どもの健や
かな発育・発達支援を行った。 【毎月の身体測
定による発育曲線の把握、年2回の推定エネル
ギー必要量の把握を実施】

継続

103 2 2 2 保育所食育サイト(ＨＰ)
子育て世帯を対象に、保育所（こども園）の食事の紹
介や乳幼児の食についての情報を提供します。

幼保指導課 - 継続 - - B

子育て世帯を対象に、保育所（こども園）の食事
の紹介や乳幼児の食についての情報を提供した。
【提供件数：レシピ12回、Q&A１回、その他サ
イト内の情報更新】

継続

104 2 2 2 食育の推進【再掲】
学校給食を提供し、実際の食事という生きた教材を通
して、正しい食事のあり方や望ましい食習慣の形成を
図ります。

保健体育課 - 継続 - - B
学校給食を提供し、実際の食事という生きた教材
を通して、正しい食事のあり方や望ましい食習慣
の形成を図った

継続

105 2 2 2 家庭的養護の推進

児童養護施設等に措置された子どもたちが食をはじめ
とした生活習慣を身に付けるなど健全な育成が図れる
よう、児童養護施設及び乳児院の小規模化を図るとと
もに、ファミリーホームの整備、里親への委託を促進
し、家庭的養護の推進を図ります。

こども家庭支援課 0
民間児童福祉施設整備に係る費用の一部を助成する。
（令和６年度は実施事業者なし）

20,555 20,554 B
児童養護施設の小規模グループ化を行う民間児童
福祉施設整備に係る費用の一部を助成した。

引き続き、以下の民間児童福祉施設整備に係る費
用の一部を助成する。
①児童養護施設の小規模グループ化

106 2 2 2 乳幼児健康診査
乳幼児健康診査における栄養指導等で、望ましい食習
慣や生活習慣等食育の推進を図ります。

健康支援課 128,967
乳幼児健康診査（４か月児、１歳６か月児、３歳児）
受診者（保護者）への食育を意識した栄養指導（集団
健康教育含む）を実施。

128,255 112,790 B

乳幼児健康診査（４か月児、１歳６か月児、３歳
児）受診者（保護者）に対し食育を意識した栄養
指導（集団健康教育含む）を実施
　・乳幼児健康診査会場数： 454会場
  ・健診会場での啓発実施人数： 18,225人

乳幼児健康診査（４か月児、１歳６か月児、３歳
児）受診者（保護者）への食育を意識した栄養指
導を実施。コロナ禍で中止していた集団健康教育
の再開も検討する。

107 2 2 3 子どもナビゲーター

複合的な課題を抱える生活困窮家庭等の子どもの生活
習慣や生活環境の改善、学習や進学相談等の支援、関
係機関との連携など包括的な支援を行う子どもナビ
ゲーターを配置します。

こども家庭支援課 43,247
引き続き、試行実施として生活習慣及び学習習慣の改
善への働きかけを継続します。
配置区：6区（全区）　配置人数：6名

34,917 拡充 41,484 B

複合的な課題を抱える生活困窮家庭等の子どもの
生活習慣及び学習習慣の改善へ包括的な支援を行
うため。新たに美浜区に支援員を1名配置した。
配置区：5→6名　配置人数：5→6名

引き続き、試行実施として生活習慣及び学習習慣
の改善への働きかけを継続します。新たに美浜区
にも支援員を1名配置します。
配置区：5→6区（全区）　配置人数：5→6名

108 2 2 3
ヤングケアラー支援体制の強
化

ヤングケアラーを早期に発見し、支援につなげるた
め、ヤングケアラーに関する認知度向上を図るととも
に、関係機関と連携し支援を行います。

こども家庭支援課 1,306 拡充

　引き続き、関係機関職員の認知度の向上や対応力の
強化のための研修や支援者に対するスーパーバイズを
実施します。
　また、子どもたちの認知度向上のため、子どもの発
達段階に合わせた周知媒体を作成し配布します。

1,080 890 B

関係機関職員向けの研修を実施した。（5回
112人）
また、発達段階に合わせたパンフレットを作成
し、市立小学校5年生、中学校1年生、高校1年
生に配布した

　関係機関職員の認知度の向上や対応力の強化の
ための研修を実施します。
　また、子どもたちの認知度向上のため、子ども
の発達段階に合わせた周知媒体を作成し配布しま
す。

109 2 2 3
生活保護世帯等学習・生活支
援事業【再掲】

生活保護世帯及び生活困窮者世帯の生徒に対し、高校
等進学に必要な基礎学力の向上を図るための学習支援
を実施するとともに、子ども及びその保護者に対し、
当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善を図るため
の生活支援を行います。

保護課 80,000 継続 79,330 拡充 79,330 B

延べ開催回数：860回
延べ参加者数：13,500人（うち生活困窮世帯：
11,718人）
平日12か所、土曜2か所で実施生活保護世帯及
び生活困窮者世帯の生徒に対し、高校進学に必要
な基礎学力の向上を図るための学習支援を実施す
るとともに、子ども及びその保護者に対し、当該
子どもの生活習慣及び育成環境の改善を図るため
の生活支援を行った。

生活保護世帯及び生活困窮者世帯の生徒に対し、
高校等進学に必要な基礎学力の向上を図るための
学習支援を実施するとともに、子ども及びその保
護者に対し、当該子どもの生活習慣及び育成環境
の改善を図るための生活支援を行います。

110 2 2 3
生活困窮者自立支援事業【再
掲】

生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援・家計改
善支援・住居確保給付金等）や児童、教育関係機関等
と連携した包括的な支援を行います。

保護課 367,793 継続 408,653 拡充 371,562 B
生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援、家
計改善支援、住居確保給付金等）や児童、教育関
係機関等と連携した包括的な支援を実施した。

生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援、家
計改善支援、住居確保給付金等）や児童、教育関
係機関等と連携した包括的な支援を実施します。

9
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No. 大 中 小 事業名 事業概要 所管課
④予算額
（千円）

決算額
（千円）

⑤拡充 ⑥取組予定内容
④予算額
（千円）

⑤拡充
⑥決算額
（千円）

⑦事業
評価

⑧実施結果・内容等 ⑨取組予定内容

「第２期千葉市こども未来応援プラン」進行管理対象事業一覧表

令和6年度【計画2年目】 令和5年度【計画初年度】

【事業評価基準】 A. 計画以上の成果があった（120%以上） B. 概ね計画通り実施した（80%～119%）

C. 事業を実施したが計画どおり実施できなかった（～79％） D. 未実施（休止・中止等）

111 2 2 3
どこでもこどもカフェ、プ
レーパーク等、子どもの居場
所づくりの推進

大人が見守る中、子どもが安全・安心に過ごせ、健や
かに成長できる子どもの居場所であるどこでもこども
カフェ及び地域プレーパークを拡充します。

こども企画課 10,947

※④予算額10,947千円のうち255千円は「№167子
どもの居場所で活動するボランティアの育成」と重複
します。
第1次実施計画に基づき、ボランティアを育成するた
めの講座を実施し、合わせてどこでもこどもカフェ及
び地域プレーパークを拡充します。
【数値目標】どこでもこどもカフェ等子どもの居場所
の増（2か所）

10,345 11,113 B

第1次実施計画に基づき、ボランティアを育成す
るための講座を実施し、合わせてどこでもこども
カフェ及び地域プレーパークの拡充を図った。
※どこでもこどもカフェ等こどもの居場所増（6
か所）

※④予算額10,345千円のうち255千円は「№
167子どもの居場所で活動するボランティアの
育成」と重複します。
第1次実施計画に基づき、ボランティアを育成す
るための講座を実施し、合わせてどこでもこども
カフェ及び地域プレーパークを拡充します。
【数値目標】どこでもこどもカフェ等子どもの居
場所の増（2か所）

112 2 2 3
放課後児童健全育成事業
（子どもルーム）【再掲】

就労等により昼間家庭に保護者のいない児童を対象
に、放課後の遊びや生活の場を提供し、児童の健全育
成を図ります。

健全育成課 3,951,032 拡充

就労などにより昼間家庭に保護者がいない児童を対象
に、放課後の遊びや生活の場を提供する子どもルーム
の運営、待機児童解消に向けた施設整備などを行う。
民間事業者が実施する子どもルームの安定的な運営を
確保し、児童の健全育成を図るため、運営経費の一部
を助成するとともに、利用を促進する取組みを実施す
る。
　運営助成　14事業者→15事業者
　医療的ケア児の受入助成
　民間子どもルームの認知度・魅力向上

3,423,399 拡充 3,077,204 B

就労などにより昼間家庭に保護者がいない児童を
対象に、放課後の遊びや生活の場を提供する子ど
もルームの運営、待機児童解消に向けた施設整備
などを行った。
民間事業者が実施する子どもルームの安定的な運
営を確保し、児童の健全育成を図るため、運営経
費の一部を助成した。
　運営助成　14事業者
　医療的ケア児の受入助成
　民間子どもルームの認知度・魅力向上リーフ
レット作成

就労などにより昼間家庭に保護者がいない児童を
対象に、放課後の遊びや生活の場を提供する子ど
もルームの運営、待機児童解消に向けた施設整備
などを行う。
民間事業者が実施する子どもルームの安定的な運
営を確保し、児童の健全育成を図るため、運営経
費の一部を助成するとともに、利用を促進する取
組みを実施する。
　運営助成　14事業者→15事業者
　医療的ケア児の受入助成
　民間子どもルームの認知度・魅力向上

113 2 2 3 放課後子ども教室【再掲】

小学校の放課後において、地域の参画を得て、学習や
交流などの体験機会を提供することにより、子どもた
ちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境
づくりを推進します。

生涯学習振興課 40,640 拡充

・63校において実行委員会方式の放課後子ども教室を
実施
・うち19校において総合コーディネーターによる活動
支援を実施
・うち1校において民間委託モデル事業を実施

42,303 拡充 38,213 B

・69校において実行委員会方式の放課後子ども
教室を実施
・うち18校において総合コーディネーターによ
る活動支援を実施
・うち1校において民間委託モデル事業を実施

・73校において実行委員会方式の放課後子ども
教室を実施
・うち18校において総合コーディネーターによ
る活動支援を実施
・うち1校において民間委託モデル事業を実施

114 2 2 3
アフタースクール事業【再
掲】

放課後児童健全育成事業（子どもルーム）と放課後子
ども教室を一体的に運営し、希望する全ての児童に安
全・安心な居場所と多様な体験・活動の機会を提供す
るアフタースクール事業を実施します。

生涯学習振興課 1,414,453 拡充
R6：10か所拡充（44か所）
R7：10か所拡充（54か所）

1,116,637 拡充 1,078,904 B
R5：10か所拡充（34か所）
R6：10か所拡充（44か所）

R5：10か所拡充（34か所）
R6：10か所拡充（44か所）

115 2 2 3
遺児等のグリーフケア【再
掲】

親と死別（事故などによる障害を含む。）した児童や
その保護者などの深い悲しみや喪失感を軽減するグ
リーフケアとして、専門機関によるカウンセリングを
実施します。

こども家庭支援課 132

引き続き、親と死別（事故などによる障害を含む。）
した児童やその保護者などを対象に、専門機関による
カウンセリングを無料で利用していただくことによ
り、深い悲しみや喪失感を軽減する支援をします。

132 40 B
専門機関によるカウンセリングを実施し、深い悲
しみや喪失感を軽減する支援を行った。
カウンセリング件数：11件

引き続き、親と死別（事故などによる障害を含
む。）した児童やその保護者などを対象に、専門
機関によるカウンセリングを無料で利用していた
だくことにより、深い悲しみや喪失感を軽減する
支援をします。

116 2 2 3 児童養護施設等研修助成
児童養護施設などにおいて、児童の処遇の充実を図る
ため、職員研修に要する費用を助成します。

こども家庭支援課 1,606
引き続き、児童養護施設などにおいて、児童の処遇の
充実を図るため、職員研修に要する費用を助成しま
す。

730 1,474 B
研修に係る旅費、受講料、及び代替職員雇上げ費
用などを助成した。

引き続き、児童養護施設などにおいて、児童の処
遇の充実を図るため、職員研修に要する費用を助
成します。

117 2 2 3
女性の健康支援事業（プレコ
ンセプションケア）

将来の妊娠・出産に向けた心身の健康に関する正しい
知識の普及啓発及び相談支援を実施します。

健康支援課 12,150

①若い世代に向けたプレコンセプションケアの普及啓
発を図るため高校生や大学生向けのリーフレットの作
成および配布を行う。
②女性の健康相談や不妊専門相談（電話相談）等の実
施。

11,028 7,720 B

①高校生妊孕性啓発リーフレットの作成、配付
　高校生：10,779部
　大学生：720部
②女性の健康相談：　相談件数45件
③不妊専門相談：　相談件数（電話相談含む）
203件

①若い世代に向けたプレコンセプションケアの普
及啓発を図るため高校生や大学生向けのリーフ
レットの作成および配布を行う。
②女性の健康相談や不妊専門相談（電話相談）等
の実施。

118 2 3 1
退所児童等アフターケア事業
【再掲】

児童養護施設等を退所予定又は退所後の子どもに対
し、相談支援、生活支援、就業支援等を行うことによ
り、地域生活及び自立を支援するとともに、退所した
者同士が集まり、意見交換や情報交換・情報発信等を
行えるような場を提供します。

こども家庭支援課 3,522

引き続き、児童養護施設等を退所予定又は退所後の子
どもに対し、相談支援、生活支援、就業支援等を行う
ことにより、地域生活及び自立を支援するとともに、
退所した者同士が集まり、意見交換や情報交換・情報
発信等を行えるような場を提供します。

2,881 1,442 B

児童養護施設等を退所予定又は退所後の子どもに
対し、相談支援、生活支援、就業支援等を行うこ
とにより、地域生活及び自立を支援するととも
に、退所した者同士が集まり、意見交換や情報交
換・情報発信等を行えるような場を提供した。

引き続き、児童養護施設等を退所予定又は退所後
の子どもに対し、相談支援、生活支援、就業支援
等を行うことにより、地域生活及び自立を支援す
るとともに、退所した者同士が集まり、意見交換
や情報交換・情報発信等を行えるような場を提供
します。

119 2 3 1
身元保証人確保対策事業【再
掲】

児童養護施設や母子生活支援施設等に入所中又は退所
した子どもや女性等が、就職や住居を賃借する際に、
施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約を
締結し、身元保証人を確保し、社会的自立を促進しま
す。

こども家庭支援課 30

引き続き、児童養護施設や母子生活支援施設等に入所
中又は退所した子どもや女性等が、就職や住居を賃借
する際に、施設長等が身元保証人となった場合の損害
保険契約を締結し、身元保証人を確保し、社会的自立
を促進します。

30 26 B

児童養護施設や母子生活支援施設等に入所中又は
退所した子どもや女性等が、就職や住居を賃借す
る際に、施設長等が身元保証人となった場合の損
害保険契約を締結し、身元保証人を確保し、社会
的自立を促進した。

引き続き、児童養護施設や母子生活支援施設等に
入所中又は退所した子どもや女性等が、就職や住
居を賃借する際に、施設長等が身元保証人となっ
た場合の損害保険契約を締結し、身元保証人を確
保し、社会的自立を促進します。

120 2 3 -
ひとり親家庭高等学校卒業程
度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の親又は子が、高卒認定試験の合格を目
指し、民間事業者などが実施する対策講座を受講する
場合に、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合
格時給付金を支給し、学び直しと就業支援を促進しま
す。

こども家庭支援課 450

引き続き、民間事業者などが実施する対策講座を受講
する場合の、受講修了時給付金及び合格時給付金を支
給に加え、新たに受講開始時給付金の支給を開始し、
ひとり親家庭の親又は子が、高卒認定試験の合格を目
指し、学び直しと就業支援を促進します。

450 53 B
窓口等での積極的な周知を行い、ひとり親家庭の
親又は子の学び直しと就業を支援した。
支給件数： 1件　支給額： 53,229円

引き続き、民間事業者などが実施する対策講座を
受講する場合の、受講修了時給付金及び合格時給
付金を支給に加え、新たに受講開始時給付金の支
給を開始し、ひとり親家庭の親又は子が、高卒認
定試験の合格を目指し、学び直しと就業支援を促
進します。
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「第２期千葉市こども未来応援プラン」進行管理対象事業一覧表

令和6年度【計画2年目】 令和5年度【計画初年度】

【事業評価基準】 A. 計画以上の成果があった（120%以上） B. 概ね計画通り実施した（80%～119%）

C. 事業を実施したが計画どおり実施できなかった（～79％） D. 未実施（休止・中止等）

121 2 3 - 子ども・若者総合相談事業

「千葉市子ども・若者総合相談センターLink」に、就
労に関する悩みの相談があった場合、個々の状況に応
じてハローワーク、地域若者サポートステーション
等、就労相談・支援を行っている機関の紹介や同行支
援を行います。

健全育成課 17,800

個々の状況に応じてハローワーク、地域若者サポート
ステーション等、就労相談・支援を行っている機関の
紹介や同行支援を行う。また、Linkのある千葉市ここ
ろの健康センター以外の場所で相談員が相談を行う出
張相談を行う。
不登校・引きこもりに関する連携会議を随時開催し、
若年層への支援にも対応できる体制を構築する。

17,000 16,998 B

個々の状況に応じてハローワーク、地域若者サ
ポートステーション等、就労相談・支援を行って
いる機関の紹介や同行支援を行った。
また、Linkのある千葉市こころの健康センター以
外の場所で相談員が相談を行う出張相談の充実に
も努めた（計8回実施）。
また、不登校・引きこもりに関する連携会議を随
時開催（年6回開催）し、より一層の若年層への
支援にも対応できる体制を構築した（ケース検討
数３５件）。

個々の状況に応じてハローワーク、地域若者サ
ポートステーション等、就労相談・支援を行って
いる機関の紹介や同行支援を行う。また、Linkの
ある千葉市こころの健康センター以外の場所で相
談員が相談を行う出張相談を行う。
不登校・引きこもりに関する連携会議を随時開催
し、若年層への支援にも対応できる体制を構築す
る。

122 2 3 - 被保護者就労促進支援事業
就労支援に関するノウハウを持つ民間業者による雇用
先の開拓や就労支援セミナーを実施し、就職及び就労
継続に向けた支援を行います。

保護課 179,224 継続 160,854 160,852 B

就労支援に関するノウハウを持つ民間業者による
雇用先の開拓や就労支援セミナーを実施し、就職
及び就労継続に向けた支援を実施した。
就労開始人数：908人
生活保護廃止世帯数：105世帯

就労支援に関するノウハウを持つ民間業者による
雇用先の開拓や就労支援セミナーを実施し、就職
及び就労継続に向けた支援を行います。

123 2 3 -
生活保護受給者等就労自立促
進事業

千葉労働局、ハローワークと協定を結び、自立・就労
サポートセンター窓口や出張相談によるナビゲーター
（ハローワーク）の個別的な就労支援を行います。

保護課 - 継続 - - B

千葉労働局、ハローワークと協定を結び、自立・
就労サポートセンター窓口や出張相談によるナビ
ゲーター（ハローワーク）の個別的な就労支援を
実施した。
支援者数：953人　就労者数：665人

千葉労働局、ハローワークと協定を結び、自立・
就労サポートセンター窓口や出張相談によるナビ
ゲーター（ハローワーク）の個別的な就労支援を
行います。

124 2 3 1
自立援助ホーム心理職配置助
成【再掲】

自立援助ホームにおいて、入所児童の自立を促進する
ため、心理担当職員の配置に要する費用を助成しま
す。

こども家庭支援課 1,069
引き続き、自立援助ホームにおいて、入所児童の自立
を促進するため、心理担当職員の配置に要する費用を
助成します。

1,069 523 B
自立援助ホームにおいて、入所児童の自立を促進
するため、心理担当職員の配置に要する費用を助
成した

引き続き、自立援助ホームにおいて、入所児童の
自立を促進するため、心理担当職員の配置に要す
る費用を助成します。

125 2 3 - 労働対策
雇用の安定及び促進を図るため、千葉労働局・ハロー
ワークとの一体的実施施設として、「ふるさとハロー
ワーク」を設置し、各種就労支援事業を行います。

雇用推進課 18,358 継続 21,375 17,024 B

設置数：２
（利用者数：18,542人、職業紹介件数：3,214
件、就職件数：906件）
※ふるさとハローワークいなげ・みどり合算

継続

126 3 1 1

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター事業（就業支援講習
会、就業相談、母子・父子自
立支援プログラム策定事業）

（就業支援講習会）ひとり親家庭の母または父に対
し、就業に有利な資格取得や知識の習得ができる講習
会を開催し、就業支援を行います。
（就業相談、母子・父子自立支援プログラム策定事
業）専門の相談員が、就業など自立支援に関するひと
り親家庭の方の相談に応じ、それぞれの状況に応じて
適切な助言や指導を行うほか、児童扶養手当受給者へ
ハローワークと連携した就業支援を行います。

こども家庭支援課 1,931
引き続き、ひとり親家庭の母または父に対し、就業に
有利な資格取得や知識の習得ができる講習会を開催し
ます。

1,890 1,853 B
相談件数：1,266件　就職人数： 182人
母子・父子自立支援プログラム策定事業実施件
数： 115件

引き続き、ひとり親家庭の母または父に対し、就
業に有利な資格取得や知識の習得ができる講習会
を開催します。

127 3 1 1 高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母または父が、看護師や介護福祉士等
の資格取得のため、1年以上指定された養成機関で修
業する場合に促進給付金及び修了支援給付金を支給し
ます。

こども家庭支援課 47,484

引き続き、ひとり親家庭の母または父が、看護師や介
護福祉士等の資格取得のため、半年以上指定された養
成機関で修業する場合に促進給付金及び修了支援給付
金を支給します。

58,239 38,068 B

①高等職業訓練促進給付金
　　給付人数： 33人　支給額： 37,693千円
②高等職業訓練修了支援給付金
　　給付人数： 9人　支給額： 375千円

引き続き、ひとり親家庭の母または父が、看護師
や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上指定
された養成機関で修業する場合に促進給付金及び
修了支援給付金を支給します。

128 3 1 1
ひとり親家庭高等職業訓練促
進資金貸付

高等職業訓練促進給付金を活用し、就職に有利な資格
取得を目指すひとり親家庭の母または父に対して、入
学準備金及び就職準備金の貸付けを行います。

こども家庭支援課 -

引き続き、高等職業訓練促進給付金を活用し、就職に
有利な資格取得を目指すひとり親家庭の母または父に
対して、受講開始時給付金入学準備金及び就職準備金
の貸付けを行います。

- - B
入学準備金： 5件
就職準備金： 4件
※千葉市社会福祉協議会にて実施

引き続き、高等職業訓練促進給付金を活用し、就
職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の母ま
たは父に対して、受講開始時給付金入学準備金及
び就職準備金の貸付けを行います。

129 3 1 1
被保護者就労促進支援事業
【再掲】

就労支援に関するノウハウを持つ民間業者による雇用
先の開拓や就労支援セミナーを実施し、就職及び就労
継続に向けた支援を行います。

保護課 179,224 継続 160,854 160,852 B

就労支援に関するノウハウを持つ民間業者による
雇用先の開拓や就労支援セミナーを実施し、就職
及び就労継続に向けた支援を実施した。
就労開始人数：908人
生活保護廃止世帯数：105世帯

就労支援に関するノウハウを持つ民間業者による
雇用先の開拓や就労支援セミナーを実施し、就職
及び就労継続に向けた支援を行います。

130 3 1 1
生活保護受給者等就労自立促
進事業【再掲】

千葉労働局、ハローワークと協定を結び、自立・就労
サポートセンター窓口や出張相談によるナビゲーター
（ハローワーク）の個別的な就労支援を行います。

保護課 - 継続 - - B

千葉労働局、ハローワークと協定を結び、自立・
就労サポートセンター窓口や出張相談によるナビ
ゲーター（ハローワーク）の個別的な就労支援を
実施した。
支援者数：953人　就労者数：665人

千葉労働局、ハローワークと協定を結び、自立・
就労サポートセンター窓口や出張相談によるナビ
ゲーター（ハローワーク）の個別的な就労支援を
行います。

131 3 1 1 労働対策【再掲】
雇用の安定及び促進を図るため、千葉労働局・ハロー
ワークとの一体的実施施設として、「ふるさとハロー
ワーク」を設置し、各種就労支援事業を行います。

雇用推進課 18,358 継続 21,375 17,024 B

設置数：２
（利用者数：18,542人、職業紹介件数：3,214
件、就職件数：906件）
※ふるさとハローワークいなげ・みどり合算

継続

132 3 1 2 自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母または父が、職業能力開発のための
指定講座を受講した場合に、講座終了後に受講料の一
部を支給し、学び直しと就業支援を促進します。

こども家庭支援課 1,222

引き続き、ひとり親家庭の母または父が、職業能力開
発のための指定講座を受講した場合に、講座終了後に
受講料の一部を支給し、学び直しと就業支援を促進し
ます。

1,142 465 B
ひとり親家庭の母または父の学び直しと就業支援
を促進した。
給付人数： 8人　支給額： 465千円

引き続き、ひとり親家庭の母または父が、職業能
力開発のための指定講座を受講した場合に、講座
終了後に受講料の一部を支給し、学び直しと就業
支援を促進します。
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令和6年度【計画2年目】 令和5年度【計画初年度】
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133 3 1 2
ひとり親家庭高等学校卒業程
度認定試験合格支援事業【再
掲】

ひとり親家庭の親又は子が、高卒認定試験の合格を目
指し、民間事業者などが実施する対策講座を受講する
場合に、受講修了時給付金及び合格時給付金を支給
し、学び直しと就業支援を促進します。

こども家庭支援課 450

引き続き、民間事業者などが実施する対策講座を受講
する場合の、受講修了時給付金及び合格時給付金を支
給に加え、新たに受講開始時給付金の支給を開始し、
ひとり親家庭の親又は子が、高卒認定試験の合格を目
指し、学び直しと就業支援を促進します。

450 53 B
窓口等での積極的な周知を行い、ひとり親家庭の
親又は子の学び直しと就業を支援した。
支給件数： 1件　支給額： 53,229円

引き続き、民間事業者などが実施する対策講座を
受講する場合の、受講修了時給付金及び合格時給
付金を支給に加え、新たに受講開始時給付金の支
給を開始し、ひとり親家庭の親又は子が、高卒認
定試験の合格を目指し、学び直しと就業支援を促
進します。

134 3 1 3 ひとり親家庭等支援委託事業
ひとり親家庭福祉会に事業を委託し、母子福祉団体等
からの役務の優先調達を実施しています。

こども家庭支援課 381
引き続き、千葉市ひとり親家庭福祉会に事業を委託
し、母子福祉団体等からの役務の優先調達を実施しま
す。

372 371 B
①千葉市母子寡婦福祉大会　参加者： 44名
②動物公園招待　参加者：19名

引き続き、千葉市ひとり親家庭福祉会に事業を委
託し、母子福祉団体等からの役務の優先調達を実
施します。

135 3 2 1 児童扶養手当支給事業
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくして
いない児童が育成される家庭（ひとり親家庭）等に手
当を支給します。

こども家庭支援課 2,374,275
引き続き、父母の離婚等により、父または母と生計を
同じくしていない児童が育成される家庭（ひとり親家
庭）等に手当を支給します。

2,452,923 2,450,153 B
受給者数：4680 人（母子家庭：4517人、父
子家庭：147人、養育者：16人）

引き続き、父母の離婚等により、父または母と生
計を同じくしていない児童が育成される家庭（ひ
とり親家庭）等に手当を支給します。

136 3 2 1
ひとり親家庭等医療費助成事
業

資格認定を受けたひとり親家庭等に対し、支払った医
療費のうち、保険診療の自己負担分を償還払いによ
り、助成します。

こども家庭支援課 399,116
引き続き、父母の離婚等により、父または母と生計を
同じくしていない児童が育成される家庭（ひとり親家
庭）等の医療費を助成します。

392,204 436,542 B
助成件数：147,574件
助成金額：426,413千円

引き続き、父母の離婚等により、父または母と生
計を同じくしていない児童が育成される家庭（ひ
とり親家庭）等の医療費を助成します。

137 3 2 1
放課後児童健全育成事業（子
どもルーム）（減免・免除）

一定の基準を満たす低所得者世帯の子どもルーム利用
料を減免または免除します。

健全育成課 -
一定の基準を満たす低所得者世帯の子どもルーム利用
料を減免または免除する。

- - B
千葉市放課後児童健全育成事業実施要綱に定める
ところにより、一定の基準を満たす低所得者世帯
の子どもルーム利用料を減免及び免除した。

一定の基準を満たす低所得者世帯の子どもルーム
利用料を減免または免除する。

138 3 2 1
母子父子寡婦福祉資金貸付金
事業【再掲】

ひとり親家庭等に対し、修学資金の貸付による大学等
への進学の支援や転宅資金の貸付、技能習得資金など
の貸付による自立を支援します。（全12種の貸付あ
り）

こども家庭支援課 336,309 継続 231,520 146,470 B
就学支度資金や修学資金等6種類の貸付を行っ
た。
貸付件数： 339件　貸付金額： 144,734千円

継続

139 3 2 1 生活保護の入学準備金

小学校、中学校、高等学校等の入学の際、入学準備の
費用を必要とする場合に、基準額の範囲内で必要な額
を支給します。また、高等学校等に就学するための入
学料及び入学考査料を1回限り支給します。

保護課 - 継続 - - B

小学校、中学校、高等学校等の入学の際、入学準
備の費用を必要とする場合に、基準額の範囲内で
必要な額を支給した。また、高等学校等に就学す
るための入学料及び入学考査料を支給した。

継続

140 3 2 1 進学準備給付金【再掲】
生活保護世帯の子どもの大学等への進学の支援を図る
ことを目的として、大学等に進学した方に対する準備
金を支給します。

保護課 7,200 継続 6,700 5,200 B

18歳に達する以後の最初の3月31日までにある
者等で、特定教育訓練施設（大学、専修学校等）
に確実に入学すると見込まれるものに対し、10
万円（自宅から通学）または30万円（転居する
場合）を支給した。

継続

141 3 2 1
第3子以降の学校給食費無償
化

多子世帯の経済的負担を軽減するため、千葉市立小・
中学校（相当校含む）で学校給食の提供を受ける第3
子以降の給食費について、これを無償化します。

保健体育課 279,492 継続 311,630 283,762 B 継続 継続

142 3 2 1 学校給食費アレルギー等給付
アレルギー等により完全給食を喫食できない児童生徒
のうち、要保護・準要保護・第3子以降無償化対象の
者について、給食費の差額分を支給する。（R5新規）

保健体育課 18,506

アレルギー等により完全給食を喫食できない児童生徒
のうち、要保護・準要保護・第3子以降無償化・就学
奨励費支給対象の者について、完全給食費の差額分を
支給する。

20,656 2,472 B 継続 新規

143 3 2 1 産婦健康診査費用助成事業
出産後２週間及び１か月の産婦健康診査費用を助成し
ます。（助成金額：上限5千円/回、2回まで）（R5新
規）

健康支援課 52,464
産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、
産後2週間及び産後1か月などの産婦に対し健康診査費
用を助成する。

28,630 23,372 B
産婦健診受診者数
①1回目（産後2週間）　1,280人
②2回目（産後1か月）　1,977人

新規

144 3 2 1 出産・子育て応援プラン事業

妊娠届や出生届を行った妊婦等に対し、出産応援プラ
ン給付金として妊婦一人につき５万円、子育て応援プ
ラン給付金として、新生児一人につき５万円を給付
し、経済的支援を行います。

健康支援課 684,547

①出産・子育て応援プラン給付金の支給を速やかに行
うため、面接後確実に電子申請行うよう周知啓発に努
める。
②経済的支援を行うとともに、妊娠後期面接も含め伴
走型相談支援の充実を図る。

1,593,983 1,381,883 B

①給付金支給人数（※遡及分含む）
出産応援給付金　14,198人
子育て応援給付金　10,517人
②妊娠後期面接及び電話支援実施数　2,812人

新規

145 3 2 2 養育費に関する講習会
離婚前後の親等に生活環境の変化や子供への影響、金
銭面の課題など、離婚前に考えておくべき課題を中心
に講習会を行います。

こども家庭支援課 66
離婚前後の親等に生活環境の変化や子供への影響、金
銭面の課題など、離婚前に考えておくべき課題を中心
に講習会を行う。

66 0 D
令和4年度の出席者が少なかったため、令和5年
度の実施は見送り、弁護士による養育費相談の回
数を増やすことで対応した（20回→24回）。

離婚前後の親等に生活環境の変化や子供への影
響、金銭面の課題など、離婚前に考えておくべき
課題を中心に講習会を行う。

146 3 2 2 弁護士による養育費相談

ひとり親家庭の母などの養育費の確保を支援し、ひと
り親家庭の自立を促進するため、弁護士による離婚前
後の養育費の取り決めなどに関する内容を中心とした
法律相談を実施します。

こども家庭支援課 792
引き続き、ひとり親家庭またはこれから離婚検討中の
方に対し、養育費に関する相談を中心とした法律相談
を実施します。

792 737 B
養育相談： 各区4回、全24回実施
定員： 各回3名　応募者数： 110名　相談者
数： 71名

引き続き、ひとり親家庭またはこれから離婚検討
中の方に対し、養育費に関する相談を中心とした
法律相談を実施します。

147 3 2 2
養育費の取り決めに係る調停
などの費用助成

養育費の取り決めを行う予定のひとり親等に対し、家
庭裁判所での調停や裁判外紛争解決手続きに係る費用
の一部を助成します。

こども家庭支援課 100
養育費の取り決めを行う予定のひとり親等に対し、家
庭裁判所での調停や裁判外紛争解決手続きに係る費用
の一部を助成する。

125 26 B

養育費の取り決めを行う予定のひとり親等に対
し、家庭裁判所での調停や裁判外紛争解決手続き
に係る費用の一部を助成した。
助成件数：7件

養育費の取り決めを行う予定のひとり親等に対
し、家庭裁判所での調停や裁判外紛争解決手続き
に係る費用の一部を助成する。
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(令和6年4月1日現在)

No. 大 中 小 事業名 事業概要 所管課
④予算額
（千円）

決算額
（千円）

⑤拡充 ⑥取組予定内容
④予算額
（千円）

⑤拡充
⑥決算額
（千円）

⑦事業
評価

⑧実施結果・内容等 ⑨取組予定内容

「第２期千葉市こども未来応援プラン」進行管理対象事業一覧表

令和6年度【計画2年目】 令和5年度【計画初年度】

【事業評価基準】 A. 計画以上の成果があった（120%以上） B. 概ね計画通り実施した（80%～119%）

C. 事業を実施したが計画どおり実施できなかった（～79％） D. 未実施（休止・中止等）

148 3 2 2 公正証書作成手数料助成
ひとり親等の養育費に関する公正証書等の作成に係る
費用の一部を助成します。

こども家庭支援課 442
ひとり親等の養育費に関する公正証書等の作成に係る
費用の一部を助成する。

425 402 B
ひとり親等の養育費に関する公正証書等の作成に
係る費用の一部を助成した。
助成件数：24件

ひとり親等の養育費に関する公正証書等の作成に
係る費用の一部を助成する。

149 3 2 2 養育費確保促進事業
ひとり親等の養育費に関する養育費保証契約の保証料
の一部を助成します。

こども家庭支援課 150
ひとり親等の養育費に関する養育費保証契約の保証料
の一部を助成する。

150 150 B
ひとり親等の養育費に関する養育費保証契約の保
証料の一部を助成した。
助成件数：3件

ひとり親等の養育費に関する養育費保証契約の保
証料の一部を助成する。

150 4 1 1
生活困窮者自立支援事業【再
掲】

生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援・家計相
談改善支援・住居確保給付金等）や児童、教育関係機
関等と連携した包括的な支援を行います。

保護課 367,793 継続 408,653 拡充 371,562 B
生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援、家
計改善支援、住居確保給付金等）や児童、教育関
係機関等と連携した包括的な支援を実施した。

生活保護に至る前の自立支援（就労準備支援、家
計改善支援、住居確保給付金等）や児童、教育関
係機関等と連携した包括的な支援を実施します。

151 4 1 - 関係機関との連携
学校、警察、千葉市青少年補導員連絡協議会等、関係
機関、団体、近隣他市との協力体制を強化して、子ど
も・若者を支援します。

青少年サポートセンター 2,187

千葉市内小学校・中学校・特別支援学校生徒指導担当
者連絡会の実施、高校等補導連絡会の実施、学校警察
連絡委員会の実施、大型店補導連絡協議会の実施、市
青少年補導員連絡協議会の実施、県内青少年補導セン
ター等との協力事業の推進等

2512 2,000 B

千葉市内小学校・中学校・中等教育学校・特別支
援学校生徒指導担当者連絡会の実施、高校等補導
連絡会の実施、学校警察連絡委員会の実施、大型
店補導連絡協議会の実施、市青少年補導員連絡協
議会の実施、県内青少年補導センター等との協力
事業の推進等を計画通り実施した。

千葉市内小学校・中学校・特別支援学校生徒指導
担当者連絡会の実施、高校等補導連絡会の実施、
学校警察連絡委員会の実施、大型店補導連絡協議
会の実施、市青少年補導員連絡協議会の実施、県
内青少年補導センター等との協力事業の推進等

152 4 1 1 子どもナビゲーター【再掲】

複合的な課題を抱える生活困窮家庭等の子どもの生活
習慣や生活環境の改善、学習や進学相談等の支援、関
係機関との連携など包括的な支援を行う子どもナビ
ゲーターを配置します。

こども家庭支援課 43,247
引き続き、試行実施として生活習慣及び学習習慣の改
善への働きかけを継続します。
配置区：6区（全区）　配置人数：6名

34,917 拡充 41,484 B

複合的な課題を抱える生活困窮家庭等の子どもの
生活習慣及び学習習慣の改善へ包括的な支援を行
うため。新たに美浜区に支援員を1名配置した。
配置区：5→6名　配置人数：5→6名

引き続き、試行実施として生活習慣及び学習習慣
の改善への働きかけを継続します。新たに美浜区
にも支援員を1名配置します。
配置区：5→6区（全区）　配置人数：5→6名

153 4 1 - 子ども家庭総合支援拠点
子どもとその家庭、妊産婦等を対象として、地域の実
情把握、調査、継続的支援を行う「子ども家庭総合支
援拠点」の業務を各区で実施します。

こども家庭支援課 9,429 拡充

令和6年4月に若葉区、緑区、美浜区に設置し、これで
全区の設置が完了しました。子ども家庭総合支援拠点
を地域の中心機能として、虐待リスクに応じた支援体
制の構築や要保護児童対策地域協議会（要対協）の機
能強化を図っていきます。

9,386 12,434 B

令和4年度の中央区での業務開始に引き続き、令
和5年度は花見川区及び稲毛区での業務開始を行
うとともに、令和6年度の若葉区、緑区及び美浜
区での業務開始に向けて整備を実施しました。

令和4年度の中央区での業務開始に引き続き、令
和5年度、花見川区及び稲毛区での業務開始を行
うとともに、令和6年度の若葉区、緑区及び美浜
区での業務開始に向けて整備を実施する。

154 4 1 -
要保護児童対策及びDV防止地
域協議会

児童虐待の防止及びDV対策を目的として、関係機関が
連携して対応できるよう、情報の共有と今後の処遇方
針の協議を行います。

こども家庭支援課 196 継続 192 22 B
要保護児童対策及びDV防止地域協議会代表者会
議1回、実務者会議18回（各区で年3回実施）、
個別ケース検討会議必要時随時開催など行った。

引き続き、要保護児童対策及びDV防止地域協議
会代表者会議1回、実務者会議18回（各区で年3
回実施）、個別ケース検討会議必要時随時開催な
ど行います。

155 4 1 -
雇用対策協定による労働局と
の連携

生活保護受給者や生活困窮者、ひとり親家庭の父又は
母に対する就労支援を行うため、労働局（ハローワー
ク）との連携を強化します。

保護課 - 継続 - - B

生活保護受給者や生活困窮者、ひとり親家庭の父
又は母に対する就労支援を行うため、千葉労働
局・ハローワークと連携して就労支援を実施し
た。

生活保護受給者や生活困窮者、ひとり親家庭の父
又は母に対する就労支援を行うため、労働局（ハ
ローワーク）との連携を強化します。

156 4 1 -
雇用対策協定による労働局と
の連携

生活保護受給者や生活困窮者、ひとり親家庭の父又は
母に対する就労支援を行うため、労働局（ハローワー
ク）との連携を強化します。

こども家庭支援
課

-
引き続き、ひとり親家庭の父または母に対する就労支
援を行うため、労働局（ハローワーク）との連携を強
化します。

- - B

児童扶養手当の現況届手続き時に併せて、ハロー
ワークが設置した各区役所の臨時相談窓口（出張
ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペー
ン）等に、対象者を誘導し、経済的な自立を目指
すための支援を実施。
令和５年度もふるさとハローワーク等が設置され
ていない美浜区にて集中的に実施した。

引き続き、ひとり親家庭の父または母に対する就
労支援を行うため、労働局（ハローワーク）との
連携を強化します。

157 4 1 -
里親制度推進
（NPO等協働事業）

里親制度の推進を図るため、これまでのNPOへの委託
内容を見直し、新たに養育里親のリクルートから里親
委託後の支援までを包括的に行います。

東部児童相談所 37,600 継続 27,400 27,400 B

養育里親説明会（20回開催し、122人参加）登
録前研修（５クール開催し、24家庭にアセスメ
ント）など、委託事業者と連携し、里親養育包括
支援を行った。またパネル展示に合わせた里親の
体験談イベントを実施し、里親制度を周知するこ
とができた。

継続

158 4 1 -

市内事業所・NPO・地域団体
等との連携・支援（子ども食
堂、インターンシップ等各種
自立支援策 等）

地方公共団体と民間の企業及び団体等によるネット
ワークを構築し、子ども食堂の設置や、インターン
シップの受入れなど、官公民の連携と支援体制を確立
します。

こども家庭支援課 - 継続 - - B
民間の企業及び団体等からの寄付やボランティア
の申し出を、子ども食堂等の支援団体につなぐな
ど、連携体制の構築に努めた。

継続

159 4 1 - 子育て世帯訪問支援事業
家事・育児などに対して不安・負担を抱えた子育て家
庭、妊産婦などがいる家庭に対して、家事支援や育児
支援を行うヘルパーを派遣します。

こども家庭支援課 3,000 拡充 新規 - - - Ｒ６新規 Ｒ６新規

160 4 2 1 教職員研修事業【再掲】
研修により、教職員の実践的指導力や経営力を高める
とともに、社会の変化に対応する資質や力量の向上を
図ります。

教育センター 3,115

文部科学省が開発した「全国教員研修プラットフォー
ム」を導入し、教職員の自律的な研修受講を推進して
います。講師対象研修や初任者研修等の悉皆研修にも
システムを使用したオンデマンド研修を取り入れた
り、教科指導や今日的課題の研修など必要に応じた研
修を受講することで教職員の資質向上を図っていきま
す。

4,575 拡充 - B

基本研修・専門研修については、計画通りに実施
した。導入するシステムを活用できるよう、研修
形態や内容を見直し、各研修にNITS等オンデマ
ンド研修を取り入れる計画を立案、各研修受講に
併せオンデマンド研修を視聴し、教職員の資質向
上へつながっていくよう、案内ポスターを全校に
配付し周知を行った。

新しい研修制度が始まり、研修への参加希望者が
さらに増えることが予想されるので、研修内容に
よりオンライン、参集等参加形態を考え、研修の
機会を確保します。また、外部講師の活用等様々
な講師を招聘し、社会や教職員のニーズに沿った
講習を計画することで、教職員の資質や力量の向
上に努めてまいります。
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(令和6年4月1日現在)

No. 大 中 小 事業名 事業概要 所管課
④予算額
（千円）

決算額
（千円）

⑤拡充 ⑥取組予定内容
④予算額
（千円）

⑤拡充
⑥決算額
（千円）

⑦事業
評価

⑧実施結果・内容等 ⑨取組予定内容

「第２期千葉市こども未来応援プラン」進行管理対象事業一覧表

令和6年度【計画2年目】 令和5年度【計画初年度】

【事業評価基準】 A. 計画以上の成果があった（120%以上） B. 概ね計画通り実施した（80%～119%）

C. 事業を実施したが計画どおり実施できなかった（～79％） D. 未実施（休止・中止等）

161 4 2 1 教職員研修事業【再掲】
研修により、教職員の実践的指導力や経営力を高める
とともに、社会の変化に対応する資質や力量の向上を
図ります。

養護教育センター 873 継続 813 722 B

○基本研修の実施
・特別支援教育新任担当教員研修：73人受講
・新任特別支援教育コーディネーター研修：44
人受講
○専門研修の実施　1,809人受講

継続

162 4 2 -
ケースワーカーや就労支援員
等に対する研修

ケースワーカーや就労支援員等に対し、研修を行うと
ともに、外部機関による研修への派遣を行い、支援に
あたる職員等の資質向上を図ります。

保護課 - 継続 - - B
就労支援員によって、ケースワーカーに対し、就
労支援研修会を実施した。

ケースワーカーや就労支援員等に対し、研修を行
うとともに、外部機関による研修への派遣を行
い、支援にあたる職員等の資質向上を図ります。

163 4 2 -
母子・父子自立支援員、母子
家庭等就業相談員への研修

ひとり親家庭の父または母の修業と自立を支援するた
めの相談に応じる専門相談員を外部機関による研修に
派遣し、相談員の資質向上を図ります。

こども家庭支援課 121
引き続き、ひとり親家庭の父または母の修業と自立を
支援するための相談に応じる専門相談員を外部機関に
よる研修に派遣し、相談員の資質向上を図ります。

131 0 B
養育費相談支援センターが実施した養育費相談に
係る研修会に専門相談員が参加した。

引き続き、ひとり親家庭の父または母の修業と自
立を支援するための相談に応じる専門相談員を外
部機関による研修に派遣し、相談員の資質向上を
図ります。

164 4 2 -
個別研修における子どもの貧
困対策の強化

保育士や教職員・ケースワーカー等、子どもや家庭に
関わる支援者に実施している個別研修において、子ど
もの貧困問題や「気づき、つなげる」ための知識等の
視点を盛り込んでいきます。

こども家庭支援課 - 継続 - - B
新任ケースワーカーの研修において、児童扶養手
当や学校外教育バウチャー等の支援施策について
講義し、連携強化と施策の知識向上に努めた。

継続

165 4 2 - 里親支援専門相談員配置
里親委託の推進や里親への支援を充実させるため、市
内の児童養護施設３施設に里親支援専門相談員を配置
します。

こども家庭支援課 - 継続 - - B
市内の児童養護施設3施設に里親支援専門相談員
を配置した。

引き続き、市内の児童養護施設3施設に里親支援
専門相談員を配置します。

166 4 2 - 里親委託等推進

家庭的養護の推進のため、新たに里親になる人材の発
掘、確保に努めます。また、里親と児童のマッチン
グ、里親家庭への訪問等による支援、里親の養育技術
等の向上のための研修等を行います。

東部児童相談所 7,154 継続 9,687 6,116 B

新たに里親になる人材の発掘、確保に努め、新た
に１１組が里親登録に至った。里親サポーター制
度として里親にサポーターを派遣（派遣回数：
60回）するなど、里親制度の推進を図った。ま
た、里親と児童のマッチング、里親に対する訪問
支援等による里親支援を継続。里親の養育技術等
の向上や里親同士の相互交流を目的とした研修、
サロンは複数回実施した。

継続

167 4 2 -
児童相談所職員の専門性を強
化するための研修

児童相談所職員の専門性を強化するための研修などを
行い、相談機能の強化を図ります。

東部児童相談所 456 継続 408 170 B

研修に申し込むも、定員超過のため落選するな
ど、予算については計画どおりに執行できなかっ
たものの、所内の勉強会などにより児童相談所職
員の専門性を強化するための研修を実施した。

継続

168 4 2 1
児童養護施設等研修助成【再
掲】

児童養護施設などにおいて、児童の処遇の充実を図る
ため、職員研修に要する費用を助成します。

こども家庭支援課 1,606
引き続き、児童養護施設などにおいて、児童の処遇の
充実を図るため、職員研修に要する費用を助成しま
す。

730 1,474 B
研修に係る旅費、受講料、及び代替職員雇上げ費
用などを助成した。

引き続き、児童養護施設などにおいて、児童の処
遇の充実を図るため、職員研修に要する費用を助
成します。

169 4 2 -
子どもの居場所で活動するボ
ランティアの育成

子どもの小さなSOSに気づき、受け止め、適切に対応
できる等、子どもの居場所で活躍するボランティアを
育成するために講座を開催します。

こども企画課 255

※④予算額255千円は「№111どこでもこどもカ
フェ、プレーパーク等、子どもの居場所づくりの推
進」と重複します。
継続

255 235 B

こどもの居場所において、こどもたちを支援する
「信頼できる大人」としての人材育成を目指し
「こどもの居場所サポーター養成講座」を、ま
た、サポーターの更なる技術向 上のため、「こ
どものSOS 支援員養成講座」を 開催した。

※④予算額255千円は「№111どこでもこども
カフェ、プレーパーク等、子どもの居場所づくり
の推進」と重複します。
継続

170 4 3 -
子どもの貧困対策に関する情
報発信

社会全体で子どもを支援し、また、様々な支援制度の
利用促進を図るため、子どもの貧困対策に関する情報
を発信します。

こども家庭支援課 - 継続 - - B

ひとり親家庭への支援や学校外教育バウチャー
等、ＨＰによる施策の情報発信を行ったほか、関
係機関に子どもナビゲーターの周知を行うなど、
子どもの貧困対策に関する情報発信に努めた。

継続

171 4 3 1

市内事業所・NPO・地域団体
等との連携・支援（子ども食
堂、インターンシップ等各種
自立支援策 等）【再掲】

地方公共団体と民間の企業及び団体等によるネット
ワークを構築し、子ども食堂の設置や、インターン
シップの受入れなど、官公民の連携と支援体制を確立
します。

こども家庭支援課 - 継続 - - B
民間の企業及び団体等からの寄付やボランティア
の申し出を、子ども食堂等の支援団体につなぐな
ど、連携体制の構築に努めた。

継続

172 4 3 1 労働対策【再掲】
雇用の安定及び促進を図るため、千葉労働局・ハロー
ワークとの一体的実施施設として、「ふるさとハロー
ワーク」を設置し、各種就労支援事業を行います。

雇用推進課 18,358 継続 21,375 17,024 B

設置数：２
（利用者数：18,542人、職業紹介件数：3,214
件、就職件数：906件）
※ふるさとハローワークいなげ・みどり合算

継続

173 4 3 -
大学生等への食料支援実施に
関する調整

学費の支払いや生活に困窮する大学生等の食料支援の
ため、市内の学校とフードバンク等との調整を行いま
す。

こども企画課 0
学校及びフードバンク等の要請に基づき、大学生等の
食料支援について調整を行います。

- - B
すでにマッチング済みの「ちば産学官連携プラッ
トフォーム」と「フードバンクちば」との間で継
続して食糧支援を実施している。

学校及びフードバンク等の要請に基づき、大学生
等の食料支援について調整を行います。
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